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九
州
大
学
教
授

北

川

俊

光

先
生

北
川
俊
光
先
生
は
､
昭
和

一
四
年
福
岡
県
生
ま
れ
､
昭
和
三
七
年
九
州
大
学
法
学
部
法
律
学
科
卒
業
後
､
株
式
会
社
東
芝
に
入
社
､
総

務
部
文
書
課
で
国
内
法
務
の
仕
事
に
従
事
さ
れ
た
｡
昭
和
四
五
年
に
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
大
学
院
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
に
留
学
さ
れ
翌
年
修
士
号

取
得
の
後
､
半
年
間
米
国
の
弁
護
士
事
務
所
に
お
い
て
勤
務
さ
れ
た
｡
そ
の
後
､
東
芝
に
お
い
て
国
際
法
規
担
当
主
任
､
課
長
､
部
長
､

国
際
法
務
主
監
と
し
て
､
日
本
企
業
が
六
〇
年
代
か
ら
八
〇
年
代
に
わ
た
り
事
業
活
動
を
国
際
化

･
グ
ロ
ー
バ
ル
化
さ
せ
た
こ
と
に
伴
っ

て
発
生
し
た
国
際
的
な
法
律
問
題
に
対
応
す
る
お
仕
事
に
従
事
し
て
こ
ら
れ
た
｡
そ
の
間
に
た
ず
さ
わ
ら
れ
た
ケ
ー
ス
に
は
､
日
米

･
日

欧
の
通
商
摩
擦
紛
争
の
中
で
の
通
商
関
連
法
令
の
適
用
､
外
国
政
府
機
関
に
よ
る
調
査
事
件
､
独
占
禁
止
法
､
製
造
物
責
任
法
等
に
準
拠

す
る
海
外
訴
訟
対
応
､
刑
事
事
件
防
御
等
が
あ
り
､
文
字
通
り
､
世
界
市
場
に
お
け
る
企
業
法
務
の
最
前
線
に
た
っ
て
こ
ら
れ
た
と
い
え

る
｡
ま
た
､
こ
の
間
､
上
智
大
学
法
学
部
'
横
浜
国
立
大
学
大
学
院
､
神
戸
大
学
法
学
部
に
お
い
て
非
常
勤
講
師
を
努
め
る
な
ど
法
学
教

育
に
も
関
与
さ
れ
た
｡
そ
し
て
そ
の
豊
か
な
実
務
経
験
を
教
育
の
場
で
生
か
す
べ
-
､
平
成
四
年

二

一月
三

一
日
に
東
芝
を
退
社
さ
れ
､

翌
年
の
一
月

一
日
付
け
を
も
っ
て
九
州
大
学
法
学
部
教
授
に
就
任
さ
れ
た
｡

九
州
大
学
で
は
､
｢国
際
取
引
法
講
義
｣
｢国
際
取
引
法
演
習
｣
｢
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
研
究
｣
を
学
部
で
､
大
学
院

で
は

｢
lapanese
B
usiコ
eSS
L
a
w
s･F
raヨ
eW
O
r
k
fo
r
F
o
re
ig
n
C
o
m

p

a
n
ie
sT
rad
in
g
w
ith
J
ap
a
コ
｣
｢国
際
経
済
法
特
殊
講
義
｣
｢高
年

次

全
学
教
育
講

座
｣
等
を
担
当
さ

れ
て

いる
｡
教
授
は
､
こ
れ
ら

の

教
育

･
研
究
を
通
し
て
､
日
本
企
業

･
産
業
界
の
国
際
市
場
に
お
け

る
ビ
ジ
ネ
ス
活
動
の
実
際
を
理
解
し
た
上
で
､
そ
こ
に
関
連
し
て
-
る
国
内
外
の
法
令
､
法
制
度
を
理
解
し
､
そ
こ
に
発
生
す
る
法
律
紛

争
と
そ
の
解
決
策
を
学
生
が
学
べ
る
よ
う
努
め
ら
れ
て
い
る
｡
ま
た
､
国
際
取
引
法
研
究
に
お
い
て
は
､
個
々
の
専
門
領
域
に

｢横
串
｣

を
通
し
た
横
断
的
な
学
問
と
研
究
が
不
可
欠
で
あ
る
と
の
前
提
に
立
っ
た
上
で
､
国
際
市
場
に
お
い
て
要
求
さ
れ
る
法
の
あ
り
方
､
法
の

役
割

･
限
界
､
国
際
取
引
の
新
し
い
ル
ー
ル
の
構
築
と
い
っ
た
分
野
の
研
究
を
進
め
ら
れ
て
い
る
｡
教
授
は
､

｢国
際
法
務
入
門
-
ビ
ジ

ネ
ス
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
｣
等
多
数
の
著
論
文
を
世
に
問
う
て
お
ら
れ
る
｡
ま
た
､
こ
れ
ら
国
際
取
引
､
製
造
物
責
任
法
の
研
究
の
関
連
に
お
い

て
､
科
学
研
究
補
助
金

(
一
般
研
究
何
)､
科
学
研
究
補
助
金

(国
際
学
術
研
究
)､
民
事
紛
争
処
理
研
究
基
金
､
松
下
国
際
財
団
､
平
成

一
〇
年
度
ト
ス
テ
ム
研
究
基
金
等
を
受
領
さ
れ
て
い
る
｡

教
授
は
行
政
の
面
に
お
い
て
は

｢法
政
研
究
｣
の
編
集

･
企
画
委
員
会
他
二
つ
の
委
員
会
､
全
学
の
四
つ
の
委
員
会
の
委
員
を
さ
れ
て

い
る
｡
学
外
に
お
い
て
は
､
法
学
教
育
の
在
り
方
等
に
関
す
る
調
査
研
究
協
力
者
会
議
委
員
､
日
本
国
際
経
済
法
学
会
理
事
､
国
際
商
取

引
学
会
理
事
を
務
め
ら
れ
て
い
る
｡

今
後
と
も
私
た
ち
後
進
に
ご
指
導
い
た
だ
け
る
よ
う
お
願
い
す
る
と
共
に
'
教
授
の
l
層
の
ご
健
勝
と
御
活
躍
を
祈
念
い
た
し
た
い
｡





九
州
大
学
教
授

横

田

耕

一

先
生

教
授
は
､

一
九
三
九
年
二
月
十
七
日
に
高
知
県
に
生
ま
れ
､

一
九
六
三
年
国
際
基
督
教
大
学
教
養
学
部
を
卒
業
後
､
東
京
大
学
大
学
院

法
学
政
治
学
研
究
科
に
進
ま
れ
､
小
林
直
樹

･
声
部
信
書
両
教
授
の
下
で
憲
法
学
の
研
究
に
従
事
さ
れ
た
｡
そ
の
後
､

一
九
六
八
年
九
州

大
学
教
養
部
講
師
に
就
任
さ
れ
､

一
九
六
九
年
に
助
教
授
､

一
九
八
三
年
に
教
授
に
昇
進
さ
れ
た
｡

一
九
九
四
年
以
来
､
九
州
大
学
比
較

社
会
文
化
研
究
科
教
授
と
し
て
'
研
究

･
教
育
に
従
事
さ
れ
て
い
る
｡
教
養
部
に
お
い
て
は
､
｢日
本
国
憲
法
｣､
｢法
学
｣
等
を
､
ま
た

比
較
社
会
文
化
研
究
科
に
お
い
て
は

｢日
本
憲
政
論
｣
等
を
担
当
さ
れ
て
き
た
｡
こ
の
間
､
教
授
は
工
学
院
大
学
､
九
州
芸
術
工
科
大
学
､

筑
波
大
学
､
長
崎
大
学
､
山
梨
大
学
､
及
び
福
岡
歯
科
大
学
に
出
講
さ
れ
､
教
育
に
尽
力
さ
れ
て
き
た
｡

教
授
の
学
問
的
関
心
は
広
範
囲
に
わ
た
っ
て
お
り
､
①
天
皇
制
度
の
持
つ
宗
教
的
側
面
に
着
目
し
､
統
合
作
用
の
観
点
か
ら
､
象
徴
天

皇
制
の
制
度

･
実
態
を
歴
史
的

･
社
会
的
に
分
析
さ
れ
て
い
る
｡
ま
た
､
日
本
に
お
け
る

｢政
教
分
離
原
則
｣
の
あ
る
べ
き
姿
と
実
態
を
､

米
国
の
判
例
理
論
を
参
照
し
っ
つ
考
察
さ
れ
､
裁
判
に
も
関
与
さ
れ
て
い
る
｡
②
象
徴
天
皇
制
と
表
裏

一
体
の
も
の
と
し
て
の
諸
差
別

(部
落
差
別
･
女
性
差
別
･
外
国
人
差
別
等
)
に
つ
き
検
討
さ
れ
て
い
る
｡
③
米
国
に
お
け
る
積
極
的
差
別
解
消
策
で
あ
る

｢
ア
フ
ァ
ー
マ

テ
ィ
ヴ

･
ア
ク
シ
ョ
ン
｣
に
着
目
さ
れ
､
こ
れ
を
日
本
に
紹
介
さ
れ
る
と
と
も
に
､
そ
の
問
題
点
､
日
本

へ
の
導
入
可
能
性
に
つ
い
て
検

討
さ
れ
て
い
る
｡
④
表
現
の
自
由
及
び
治
安
立
法
に
つ
い
て
考
察
さ
れ
て
き
た
｡
⑤
国
際
人
権
と
日
本
国
憲
法
の
関
連
に
つ
き
先
駆
的
研

究
を
行
わ
れ
､
特
に
現
在
は

｢集
団
的
人
権
｣
に
関
す
る
研
究
を
進
め
ら
れ
て
い
る
｡

ま
た
学
界
に
お
い
て
､
公
法
学
会
会
員
､
全
国
憲
法
研
究
会
運
営
委
員
､
憲
法
理
論
研
究
会
運
営
委
貞
､
日
本
学
術
会
議
公
法
学
研
究

連
絡
委
員
会
委
員
な
ど
と
し
て
貢
献
さ
れ
､
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
発
揮
さ
れ
て
き
た
｡

社
会
的
に
も
'
福
岡
県
婦
人
問
題
懇
話
会
委
員
､
春
日
市
個
人
情
報
保
護
審
議
会
副
会
長

(継
続
中
)
な
ど
を
勤
め
ら
れ
､
他
方
で

様
々
な
市
民
運
動
に
関
与
さ
れ
て
き
た
｡
な
か
で
も
､
制
定
に
携
わ
ら
れ
た

｢春
日
市
個
人
情
報
保
護
条
例
｣
は
､
そ
の
種
の
条
例
の
う

ち
日
本
最
初
の
も
の
で
あ
る
｡

更
に
学
内
に
お
い
て
も
､
教
養
部
審
議
会
委
員
'
国
際
交
流
委
員
会
第

一
専
門
委
員
会
委
員
､
学
生
部
参
与
を
歴
任
さ
れ
､
現
在
比
較

社
会
文
化
研
究
科
の
評
議
員
と
し
て
大
学
の
運
営
に
携
わ
っ
て
お
ら
れ
る
｡

多
方
面
に
お
い
て
驚
嘆
す
べ
き
精
力
的
な
活
動
を
展
開
さ
れ
て
き
た
教
授
に
､
ま
す
ま
す
の
御
活
躍
を
お
祈
り
す
る
と
共
に
､
私
ど
も

後
進
に
御
指
導
を
賜
る
よ
う
お
願
い
す
る
次
第
で
あ
る
｡





九
州
大
学
教
授

伊

藤

昌

司

先
生

教
授
は
､
昭
和

1
四
年
三
月
二
七
日
福
岡
県
糟
屋
郡
大
字
箱
崎
下
社
家
町
に
出
生

(本
籍
は
田
川
郡
)､
宮
松
小
学
校
､
福
岡
学
芸
大

学
附
属
福
岡
中
学
校
､
福
岡
県
立
修
猷
館
高
等
学
校
を
経
て
､
昭
和
三
二
年
四
月
九
州
大
学
法
学
部
に
入
学
､
同
三
七
年
三
月
同
学
部
を

卒
業
､
直
ち
に
九
州
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
修
士
課
程
に
入
学
さ
れ
た

(民
刑
事
法
学
専
攻
)
｡
故
青
山
道
夫
名
誉
教
授
の
も
と
で
民

法
を
専
攻
さ
れ
'
昭
和
四

一
年
三
月
同
修
士
課
程
を
修
了
､
直
ち
に
同
博
士
課
程
に
進
学
､
同
四
三
年
三
月
同
課
程
を
中
退
､
翌
四
月
大

阪
市
立
大
学
法
学
部
に
助
手
と
し
て
赴
任
さ
れ
た
｡
以
来
二

一
年
間

(昭
和
四
六
年
四
月
に
助
教
授
､
同
五
六
年
四
月
に
教
授
に
就
任
)､

同
大
学
法
学
部
に
奉
職
さ
れ
た
の
ち
､
平
成
元
年
四
月
九
州
大
学
法
学
部
教
授
に
着
任
さ
れ
､
爾
来
今
日
ま
で
民
法
講
座
を
担
任
､
同
時

に
大
学
院
指
導
教
官
と
し
て
､
教
育
研
究
に
当
た
っ
て
お
ら
れ
る
｡
そ
の
間
'
民
法
研
究
の
た
め
､
フ
ラ
ン
ス
･
ト
ゥ
-
ル
ー
ズ
社
会
科

学
大
学

へ
の
長
期
留
学

(昭
和
五
〇
年
三
月
～
同
五

一
年

一
一
月
､
大
阪
市
在
外
研
究
員
と
し
て
)
の
ほ
か
､
フ
ラ
ン
ス
･
イ
ギ
リ
ス
等

に
お
け
る
数
次
の
短
期
在
外
研
究

に
も
従
事
さ
れ
た
｡

教
授
の
学
問
的
関
心
は
民
法
中
の
家
族
法
を
中
心
に
き
わ
め
て
広
範
囲
に
亙
る
が
､
わ
け
て
も
相
続
法

(遺
言

･遺
贈
な
ど
)
の
領
域

で
の
研
究
に
精
力
的
に
傾
注
さ
れ
､
文
字
通
り
斯
学
の
第

一
人
者
と
し
て
､
『相
続
法
の
基
礎
的
諸
問
題
』
(有
斐

閣
､
昭
和
五
六
年
)
を

始
め
と
す
る
幾
多
の
勝
れ
た
研
究
業
績
を
発
表
さ
れ
た
｡
同
時
に
､
家
族
に
つ
き
､
法
律
学
の
み
な
ら
ず
､
社
会
人
類
学

･
民
族
学

･
社

会
学

･
歴
史
学
な
ど
､
多
角
的
視
点
か
ら
学
際
的
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
と
い
う
､
九
州
大
学
法
学
部

･
家
族
法
講
座
に
お
い
て
故
青
山
名

誉
教
授
そ
し
て
有
地
亨
名
誉
教
授
が
培
わ
れ
た
､
誇
る
べ
き
学
燈
を
継
承
さ
れ
つ
つ
､
精
微
な
法
解
釈
論
を
も
意
欲
的
に
展
開
し
て
お
ら

れ
る
｡
こ
と
に
､
教
授
の
フ
ラ
ン
ス
民
法
典

(な
い
し
､
フ
ラ
ン
ス
民
事
法
)

へ
の
造
詣
に
は
､
日
本
民
法
典
各
条
文
の
原
意
を
辿
る
作

業
の
域
を
は
る
か
に
越
え
た
､
他
の
追
随
を
許
さ
ぬ
深
さ
と
広
さ
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
｡
加
え
て
､
日
本
私
法
学
会
､
日
本
比
較

法
学
会
､
日
仏
法
学
会
､
日
本
家
族

<社
会
と
法
>
学
会
､
家
族
史
学
会
､
日
韓
家
族
法
学
会
な
ど
の
理
事
と
し
て
､
さ
ら
に
は
､
九
州

法
学
会
の
理
事
長
と
し
て
､
学
界
の
発
展
に
多
大
の
貢
献
を
さ
れ
て
い
る
｡
教
育
活
動
に
あ
っ
て
も
､
本
務
校
以
外
に
広
-
､
大
阪
府
立

大
学

･
桃
山
学
院
大
学

･
熊
本
大
学

･
大
分
大
学

･
福
岡
大
学

･
西
南
学
院
大
学

･
福
岡
県
立
大
学
な
ど
で
の
教
育
に
携
わ
れ
た
｡
し
か

も
､
学
外
に
あ
っ
て
は
､
大
阪
弁
護
士
会
懲
戒
委
員
､
福
岡
家
庭
裁
判
所
本
庁
調
停
委
員
､
国
立
病
院
九
州
医
療
セ
ン
タ
ー
治
験
審
査
委

員

･
同
倫
理
委
貞
､
九
州
大
学
法
学
部
同
窓
会
幹
事

･
事
務
局
長
な
ど
と
し
て
､
社
会
的
に
も
寄
与
し
て
お
ら
れ
る
｡

教
授
の
堅
実
か
つ
先
取
的
な
ご
研
究
､
こ
と
に
相
続
法

･
遺
言
法
の
領
域
に
お
け
る
啓
発
的
法
解
釈
学
の
実
作
は
､
右
領
域
に
新
た
な

解
釈
学
の
地
平
を
打
ち
立
て
る
も
の
で
あ
り
､
相
続
実
務
の
う
え
で
も
今
日
益
々
そ
の
重
要
性
を
増
し
て
い
る
｡
ま
た
近
時
は
､
ご
尊

父

･
伊
藤
兆
司
先
生

(昭
和

一
〇
年
～
同

二

一年
に
か
け
､
タ
イ

･
タ
マ
サ
ー
ト
大
学
で
熱
帯
農
業
経
済
学
を
教
授
さ
れ
た
)
の
ご
縁
も

あ
り
､
九
州
大
学
法
学
部
と
タ

マ
サ
ー
ト
大
学
法
学
部
と
の
国
際
共
同
研
究
等
に
も
関
与
さ
れ
る

一
方
､
常
に
変
わ
ら
ぬ
刺
激
的
か
つ
柔

軟
な
卓
論
に
よ
り
､
優
し
-
温
か
-
後
進
の
学
生
を
指
導
さ
れ
る
な
ど
､
多
忙
な
毎
日
を
送

っ
て
お
ら
れ
る
｡
そ
れ
で
も
寸
暇
に
は
､
ご

自
身
､
｢音
楽
や
美
術
､
あ
る
い
は
文
学
に
対
す
る
の
と
同
様
の
敬
意
を
抱
い
て
い
る
｣
と
さ
れ
る
､
ご
趣
味
の
囲
碁
で
お
愉
し
み
に
な

ら
れ
る

(写
真
で
教
授
が
手
に
さ
れ
る
の
も
､
『
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
』
と
三
世

･
井
上
困
碩

(著
)
『費
陽
論
』
で
あ
る
)｡
ま
こ
と
に
清

雅
か
つ
情
味
溢
れ
る
そ
の
お
人
柄
は
我
々
を
魅
了
し
て
や
ま
な
い
｡
教
授
の
今
後

一
層
の
ご
健
勝
な
ら
び
に
ご
多
祥
を
心
よ
り
祈
念
申
し

上
げ
る
次
第
で
あ
る
｡



北

川

催
光

教
授

著
作
日
韓

著
書

(単
著
)

『企
業
の
国
際
化
と
法
務
』

『戦
略
的
企
業
法
務
』

『海
外
生
産
に
お
け
る
製
造
物
責
任
と
そ
の
対
応
策
』

『
日
米
ビ
ジ
ネ
ス
紛
争
-
法
律
摩
擦
の
事
例
か
ら
-
也

『

国
際
法
務
入
門

ビ
ジ
ネ
ス

･
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
』

『企
業
の
p
L
対
策
-
米
国
の
p
L
判
例
に
学
ぶ
1
』

商
事
法
務
研
究
会

応
用
技
術
出
版
社

(N
H
K
ブ
ッ
ク
ス
六
八
四
)

日
本
放
送
協
会

日
本
経
済
新
聞
社

日

科
技
連
出
版

『
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
と
経
営
法
務
』
講
談
社
ビ
ジ
ネ
ス
フ
ォ
ー
ラ
ム
N
o

･
-I

講
談

社

一
九
八

七

年

1
1
L

..ー＼

.Lー＼

∵
l

F｣
ノ

ー
ノ

ノ

七
山-

一

九
九
二

年

一
九
九
四
年

一
九
九
五
年

丁
九
九
五
年

一
九
九
六

年

著
書

(共
著
)

冒
m
質
保
証
の
政
策
』

『プ
ラ
ン
ト
輸
出
契
約
に
関
す
る
研
究
』

『
ア
ン
チ
ダ
ン
ピ
ン
グ
措
置
』

『国
際
プ

ロ
ジ

ェ
ク
ト
契
約

ハ
ン
ド
ブ

ッ
ク
』

『米
国
バ
イ
ア
メ
リ
カ
ン
』

Fr米
国

一
九
八
八
年
包
括
通
商

･
競
争
力
強
化
法
』

同
文
舘

国

際

商

事

仲

裁

協

会

産

業

研

究

所

有
斐

閣

日
本
貿
易
振
興
会

日
本
貿
易
振
興
会

一

九

七

八
年

一
九
七
八
年

一
九

八
三

年

.
F
九
八
七
年

一
九
八
七
年

.
L
.J
I3.1トー

一
｣
ノ
ノ
｣ノ
′∫



『ク
レ
ー
ム
処
理
対
策
と
ク
レ
ー
ム
情
報
の
生
か
し
万
』

『日
系
企
業
の
直
面
す
る
法
務
問
題
-
対
米
進
出
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
』

『企
業
と
製
造
物
責
任
』

『製
造
物
責
任
実
用
便
覧
』

『現
代
法
律
実
務
の
諸
問
題

(上
)
平
成
五
年
版
日
弁
連
研
究
叢
書

『
N
A
F
T
A
と
日
本
企
業

へ
の
影
響

ジ

ェ
ト
ロ
ビ
ジ
ネ
ス
講
座
』

『企
業
行
動
と
法

松
下
満
雄
先
生
還
暦
記
念
論
文
集
』

『森
島
昭
夫
教
授
還
暦
記
念
論
文
集
』

『遺
伝
子
タ
-
ゲ
ッ
テ
ィ
ン
グ

(
基
礎
と
応
用
)
』

『民
事
裁
判
の
変
革
-
理
論
と
実
務
』

『全
社
リ
ー
ガ
ル
マ
イ
ン
ド
向
上
策
』

工
業
技
術
会

日
本
貿
易
振
興
会

日
科
技
連
出
版

フ
ジ
テ
ク
ノ
シ
ス
テ
ム

日
本
弁
護
士
連
合
会
編
』

第

f
法
規

日
本
貿
易
振
興
会

商
事
法
務
研
究
会

日
本
評
論
社

コ
ロ
ナ
社

信
山
社

(礼
)
企
業
研
究
会

一
九
九

〇
年

一
九
九

一
年

一
九
九

一
年

一
九
九
三
年

『解
説

米
国
ウ
ル
グ
ア
イ
ラ
ウ
ン
ド
協
定
法
』

『企
業
ビ
ジ
ネ
ス
と
法
的
責
任
』
(産
業
法
研
究
会
五

〇
〇
回
記
念
出
版
)

日
本
貿
易
振
興
会

法
律
文
化
社

1
九
九
四
年

一
九
九
五
年

一
九
九
五
年

一
九
九
五
年

一
九
九
五
年

一
九
九
六
年

一
九
九
六

年

一
九
九
七
年

一
九
九
九
年

(予
定

)

2

翻
訳『全

訳
米
国
模
範
統

一
製
造
物
責
任
法

(M
o
d
e
t
P
ro
d
uct
L
iab
ility
A
ct)』

第

一
法
規
出
版

一
九
八
〇
年



論

文
(-
)
国
際
取
引
法
関
連
の
論
文

『T
h
e
R
o
-e
o
f
C
o
rp
o
ra
te
L
eg
a
-
Staff
in

SettH
n
g
L
eg
a
-
D
isp
u
te
s
in
l
ap
a
n
』

(H
a
r

vard
L
a
w
S
ch
o
o
t
に
お
い
て
l
ero
m
e
A
.C
ohen
教
授

へ
の
提
出
論
文
)

『A

C
om
pa
rative
S
tudy
of
lapanese
a
n
d
A

m
erican
L
a
w

o
n
W

arran
ty
a
n
d
B
u
y
e
r's

R
e

m
edieS
fo
r
B
reaCh
of
C
o
ntractrin
C
urrent
C
om
m
erC
ia
l
T
ra
n
sactio
n
s』

H
a
r
v
a
rd
L
aw
S
c
h
o
o
t
修
士
論
文

｢外
国
弁
護
士
問
題
を
考
え
る
｣

(
『

N
B
L
』

三
四
二
号
)

｢大
学

(法
学
部
)
に
お
け
る
教
育
の
こ
こ
ろ
み
｣

(『商
事
法
務
』

一
〇
五
五
号
)

｢対
米
輸
出
に
伴
う
独
禁
法
訴
訟
の
現
状

-
NU
E
＼
N
enith
訴
訟
の
米
国
連
邦
最
高
裁
で
の
口
頭
弁

論
｣

(『商
事
法
務
』

一〇
六
四
号
)

｢生
き
た
法
律
を
学
ぶ
｣

(『ソ
フ
ィ
ア
』

1
三
七
号
)

｢対
米
輸
出
に
伴
う
独
占
禁
止
法
訴
訟
に
お
け
る
我
が
国
被
告
の
全
面
勝
訴

-
N
UE
＼
N
enith
訴
訟

一
九
七
〇
年

一
九
七

一
年

一
九
八
五
年

一
九
八
五
年

一
九
八
六
年

一
九
八
六
年

3

の
終
結
-
｣

｢企
業
の
立
場
か
ら
み
た
裁
判
｣

｢企
業
法
務
｣

(『国
際
商
事
法
務
』

一
五
巻
六
号
)

(『ジ
ュ
リ
ス
ト
』
九
七

一
号
)

(『法
学
教
室
』

二
二
〇
号
)

一
九
八
七
年

1
九
九

l
年

一
九
九

一
年



r
T
h
e
U
R
U
G
U
A

Y
R
O
U
N
D
:
A
p
p
r
a
is
a
t
a
n
d
t
m
p
tem
e
n
ta
tio
n
f
o
r
tn
te
r
n
a
t
io
n
a
l
T
ra
d
e

a
n
d
ln
v
e
stm
e
n
t
:
R
e
v
is
e
d
A
n
t
id
u
m
p
in
g
C
o
d
e
a
n
d
T
r
a
d
e
J
t
n
v
e
stm
e
n
tJ

In
t
e
r
n
a
t
io
n
a
t

T
r
a
d
e
L
a
w

S
y

m

po

s
iu
m

t
9
9
2
,
A
p
r
it
2

0

(財
)
公
正
貿
易
セ
ン
タ
ー

｢企
業
サ
イ
ド
か
ら
み
た
国
際
経
済
法
､
国
際
取
引
法
｣

(『公
正
取
引
』
五

〇
八
号
)

｢国
際
合
弁
事
業
の
法
律
問
題
-
総
論
I
｣

(『九
州
法
学
会
会
報

一
九
九
三
年
』
)

｢国
際
法
律
事
務
と
弁
護
士
の
役
割

(2
)｣

外
国
弁
護
士
問
題
研
究
会
レ
ポ
ー
ト

(『ジ
ュ
リ
ス
ト
』

一
〇
二
七
号
)

｢企
業
法
務
-
企
業
の
中
で
の
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
に
-
｣
法
学
入
門
､
法
学
セ
ミ
ナ
ー
増
刊
､

一
九
九

四
年
度
版

同
じ
-
､

一
九
九
五
年
度
版

｢企
業
法
務
の
歴
史
的
発
展

[戦
後
]
｣

(『法
学
教
室
』

一
六
七
号
)

｢
W
T
O
新
貿
易
体
制
の
下
に
お
け
る
ア
ン
チ
ダ
ン
ピ
ン
グ
協
定
｣

(『ジ
ュ
リ
ス
ト
』

一
〇
七

一
号
)

｢
D
is
p
u
te
R
e
s
o
tu
t
io
n
o
n
S
e
m
ic
o
n
d
u
c
t
o
r
s
U
.S
.
v
e
r
su
s
l
a
p
a
n
,
-
C
a
se
S
t
u
d
y
o
f
F
o
r
m

er

l

ap
a
n
･U
.S
I
E
c
o
n
omi
c

D
is
p
u
te
s
｣

.･
p
r
e
p
a
r
e
d
f
o

r

in
t
e
r
n
a
t
io
n
a
l

Sy
m
p
osium
o
n

"
J
a
p
a
n
･U
n
ite
d

S
t
a
t
e
s
E
c
o
n
o
m
ic
R
e
l
at
io
n
s
a
ft
e
r
t
h
e

U
r
u
g
u
a
y

R
o
u
n
d
･L
e
g
a
t
F
r
a
m
e
･

w
o
r
k

h
etd
in
T

o
k
y
o
,M
a
r
c
h
24
,

)
9

9
8
,
日
米
法
律
家
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

｡
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

‥
ウ
ル

グ
ア
イ
ラ
ウ
ン
ド
後
の
日
米
経
済
関
係
を
巡

っ
て
-
･摩
擦
か
ら
協
調

へ
-

発
表
論
文
､
M

a
r
c
h

2

4
1

il
弼
弼
招

一
九
九
二
年

一
九
九
三
年

一
九
九
三
年

一
九
九
三
年

一
九
九
四
年

一
九
九
四
年

一
九
九
五
年

4

一
九
九
八
年



｢多
様
化
す
る
法
律
業
務
｣

(研
修
講
座
､
平
成

一
〇
年
度
法
務
研
究
財
団

1
般
研
修
資
料

(
(財
)
日
弁
連
法
務
研
究
財
団
)
)

｢初
夏
の
キ
ャ
ン
バ
ス
に
て
｣

(『ジ
ュ
リ
ス
ト
』
一
二
二
六
号
)

｢新
民
事
訴
訟
法
と
企
業
の
文
書
管
理
の
あ
り
方
｣

(『品
質
』
二
八
巻
三
号
)

r
G
to
ba
tiz
a
tio
n
o
f
J
ap
a
n
e
s
e
C
o
r
p
o

ration
s
a
n
d
th
e
D
e
v
e
to
p
m
e
n
t
o
f
C
o
r
p
o
rate
L
ega
t

D
e
p
artm
e
n
t
s:
P
r
o
btem
a
n
d
P
r

o

sp
.ectsJ
p
r
e
p
a
re
d
f
o
r
t
he
tn
t
er
n
a
t
io
n
a
t
C
o
n
fe
r
e
nce
on

"

T
h
e
E

m
ergen
c
e

o
f

an
in
d
ig
e
n
o
u
s
L
egal
P
r
o
fe
ss
io
n

in

th
e
P
ac
ific

B
a
sin
hetd
a
t

H
a
r
v
ar
d
L
a
w

S
c
h
o
o
l,
D
ecem
ber
t
T

L
4
,
)
9
9
8
,
c
o
･author
:
L
u
k
e
N
ot
tage

r
D
is
p
uteR
e

sotutio
n
o
n
S
e
m
icond
u
c
t
o
r
s
:
U
n
ite
d

S
tatesv
.
J
ap
a
n
J
A
r
iz
o
n
a
J
o
u
r
n
a
t
o
f

tnterna
tio
n
al

a
n
d
C

om
parative
L
aw
,
V
otu
m
e
16.
N
u
m
ber
t,W
inter
1999

一
九
九
八
年

一
九
九
八
年

一
九
九
八
年

一
九
九
八
年

一
九
九
九
年

5

(2
)
製
造
物
責
任
法
関
連
の
論
文

｢
E
C
に
お
け
る
製
造
物
責
任
法
に
関
す
る
デ
ィ
レ
ク
テ
ィ
ブ
の
採
択
と
我
国
企
業
の
対
応
｣

(
『

N
B
L
』

三
四
〇
号
)

｢わ
が
国
の
製
造
物
責
任
法
要
綱
試
案
の
骨
子
と
問
題
点
｣

(『品
質
管
理
』
三
九
巻
九
号
)

｢企
業
に
と
っ
て
の
製
造
物
責
任
問
題
と
対
応
｣

(『産
業
経
営
』

1
八
号
)

｢
わ
が
国
に
お
け
る
P
L
立
法
化
問
題
と
社
内
対
応
｣

(『標
準
化
と
品
質
管
理
』
四
六
巻

一
〇
号
)

｢製
造
物
責
任
制
度
と
企
業
対
応
｣

(『月
刊
国
民
生
活
』

一
九
九
四
年
三
月
)

一
九
七
五
年

一
九
八
八
年

一
九
九
二
年

一
九
九
三
年

一
九
九
四
年



｢製
造
物
責
任
制
度
と
わ
が
国
の
製
造
物
責
任
法
の
立
法
企
業
対
応
｣

(『月
刊
国
民
生
活
』

一
九
九
四
年
三
月
)

｢製
造
物
責
任
問
題
の
課
題
に
向
け
て
｣

｢
わ
が
国
に
お
け
る
製
造
物
責
任
法
の
解
説
｣

｢
p
L
防
禦

(P
L
D
)
対
策
｣

｢
p
L
対
策
､
事
後
処
理
よ
り
予
防
措
置
が
重
要
｣

(『技
術
と
経
済
』
三
三
〇
号
)

(
『
E

N
G
I
N
E
E
R

S』

l
九
九
四
年
五
四
九
号
)

(『品
質
管
理
』
三
五
号
)

(『日
経
ビ
ジ
ネ
ス
』
七
四
九
号
)

1E
九
九
四
年

一
九
九
四
年

一
九
九
四
年

一
九
九
四
年

l
九
九
四
年

｢製
造
物
責
任

(p
L
)
法
と
製
品
安
全
｣

(『製
造
物
責
任
法

へ
の
対
応

一
九
九
四
』

(三
井
海
上
火
災
)
)

｢製
造
物
責
任
法
の
逐
条
解
説
-

製
品
安
全
対
応
の
あ
り
方
を
巡
っ
て
-
｣

(『法
政
研
究
』
六

一
巻
三
-
四
合
併
号
)

｢製
造
物
責
任
法
の
概
要
｣
｢各
種
紛
争
解
決
制
度
の
現
状
｣

(小
規
模
事
業
対
策
調
査
報
告
書

全
国
商
工
会
連
合
会
)

一
九
九
四
年

一
九
九
五
年

仁U

｢社
会
性

｡
安
全
性
を
考
慮
し
た
物
づ
-
り
｣

｢企
業
法
務
に
お
け
る
製
造
物
責
任
法
｣

(『
I
E
レ
ビ
ュ
ー
』
三
六
号
)

(『自
由
と
正
義
』
四
六
巻
二
号
)

一
九
九
五
年

一
九
九
五
年

一
九
九
五
年

｢製
造
物
責
任
法
の
研
究
､
評
価
と
対
応
策
｣

(『金
融

･
商
事
判
例
』
増
刊
号

″製
造
物
責
任
法
の
研
究
″
九
六
〇
号
)

｢米
国
の
連
邦
製
造
物
責
任
法
案
の
大
統
領
に
よ
る
拒
否
権
の
発
動

(-
)｣

(『E
N
G
I
N
E
E
R
S
』
一
九
九
六
年
八
月
)

一
九
九
五
年

一
九
九
六

年



｢米
国
の
連
邦
製
造
物
責
任
法
案
の
大
統
領
に
よ
る
拒
否
権
の
発
動

(2
)｣

(『E
N
G
-N
E
E
R
S』
一
九
九
六
年
九
月
)

『P
r
o
d
u
c
t
S
a
f
ety
P
rogram
s
u
n
d
e
r
P
r
o
d
u
c
t
L
ia
b
i-ity
L
aw
〉
Q
u
a
-it
y･K
e
y
fo
r
th
e

N-st

C
e
n
tu
r
y

』
tn
te
r
n
a
tio
n
a
t
C
o
n
fe
r
e
n
c
e
o
n
Q
u
a
lity

(品
質
国
際
会
議
)
)
996･Y
o
k
oham
a
に

お
け
る
発
表
論
文
､

)996.tO
.)

6

｢製
造
物
責
任
法
の
下
に
お
け
る
製
品
安
食
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
構
築
の
試
み
｣

(『法
政
研
究
』
六
三
巻
三
-
四
合
併
号
)

｢
二

1
世
紀
の
製
品
安
全
と
P
L
P
を
考
え
る
｣
シ
リ
ー
ズ
三

製
造
物
責
任
法
の
製
品
安
全

へ
の
関
わ
り

(『E
N
G
IN
E
E
R
S
』
一
九
九
七
年
九
月
)

｢企
業
の
こ
れ
か
ら
の
製
品
安
全
活
動
と
製
造
物
責
任

(
一
)
い
ろ

い
ろ

な
角
度か
ら
の
新
し
い
研

究

･
対
応
が
不
可
欠
で
あ
る
｣

(『品

質
管
理』
四
九
巻
六
号
)

｢
二

一
世
紀
の
製
品
安
全
と
P
L
P
を
考
え
る
｣
シ
リ
ー
ズ
七

製
品
安
全

へ
の
法
の
か
か
わ
り

-
大
阪
地
裁
S
社
カ
ラ
ー
テ
レ
ビ
出
火
事
件
判
決
を
考
え
る

(そ
の
一
)

(『E
N
G
IN
E
E
R
S』
一
九
九
八
年

一
月
)

｢
二

一
世
紀
の
製
品
安
全
と
P
L
P
を
考
え
る
｣
シ
リ
ー
ズ

一
一

製
品
安
全

へ
の
法
の
か
か
わ
り

-
大
阪
地
裁
S
社
カ
ラ
ー
テ
レ
ビ
出
火
事
件
判
決
を
考
え
る

(そ
の
二
)

(『E
N
G
-N
E
E
R
S
』
一
九
九
八
年
五
月
)

一
九
九
六
年

一
九
九
六
年

一
九
九
七
年

一
九
九
七
年

一
九
九
八
年

一
九
九
八
年

一
九
九
八
年

7



｢
二

一
世
紀
の
製
品
安
全
と
P
L
P
を
考
え
る
｣
シ
リ
ー
ズ

一
五

法
と
技
術
の
橋
渡
し
を
探

っ
て

‥
最
近
の
製
造
物
責
任
訴
訟
関
連
の
動
き

(『E
N
G
IN
E
E
R
S
』
一
九
九
八
年
九
月
)

｢
二

一
世
紀
の
製
品
安
全
と
P
L
P
を
考
え
る
｣
シ
リ
ー
ズ

一
九

製
造
物
責
任
法
理
論
の
中
か
ら
製
品
安
全
の
た
め
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
考
え
る
印

(『E
N
G
IN
E
E
R
S
≡

九
九
九
年

一
月
)

｢
二

一
世
紀
の
製
品
安
全
と
P
L
P
を
考
え
る
｣
シ
リ
ー
ズ
二
三

製
造
物
責
任
法
理
論
の
中
か
ら
製
品
安
全
の
た
め
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
考
え
る

価

(『E
N
G
IN
E
E
R
S
≡

九
九
九
年
五
月
)

一
九
九
八
年

一
九
九
九
年

一
九
九
九
年

-/_

(3
)
学
会
関
連
の
論
文

｢
p
L
の
法
理
と
現
状
｣

(日
本
品
質
管
理
学
会

『第
五

一
回
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
講
演
要
旨
集
』
)

｢P
ro
d
u
c
t
L
iab
iニ
ty-
欧
米
の
現
状
と
日
本
の
今
後
-
｣

(日
本
信
頼
性
学
会

『第
六
回
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
発
表
報
文
集
』
)

｢
p
L
法
理
と
品
質
管
理
｣

(
(財
)
日
本
規
格
協
会

『Q
-
S
全
国
大
会
報
文
集
』
(
品
質
管
理
と
標
準
化
全
国
大
会
)
)

｢グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー

シ
ョ
ン
と
P
L

(製
造
物
責
任
)
｣

(日
本
学
術
会
議
経
営
工
学
研
究
連
絡
委
員
会

『第

二

回
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
資
料
集
』
)

一
九
九
三
年

一
九
九
三
年

l
九
九
四
年

一
九
九
五
年



｢事
故
に
対
す
る
経
済
的
責
任
｣
(日
本
学
術
会
議
安
全
工
学
研
究
連
絡
委
員
会

『第
二
七
回
安
全
工
学

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
講
演
予
定
稿
集
』
)

｢新
民
事
訴
訟
法
と
企
業
の
文
書
管
理
の
あ
り
方
｣

(日
本
品
質
管
理
学
会

『品
質
』
二
八
巻
三
号
)

一
九
九
七
年

一
九
九
八
年

書
評松
下
満
雄

『
ア
メ
リ
カ
の
独
占
禁
止
法
』

(『国
際
商
事
法
務
』
十
巻
八
号
)

松
下
満
雄

『国
際
経
済
法
』

(『国
際
商
事
法
務
』

小
室
程
夫
著

『原
産
地
規
則

ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
』

(『国
際
商
事
法
務
』

小
原
喜
雄
著

『国
際
的
事
業
活
動
と
国
家
管
轄
権
』
に
つ
い
て

(『国
際
商
事
法
務
』

滝
川
敏
明
著

『貿
易
摩
擦
と
独
禁
法
』

(『国
際
商
事
法
務
』

日
本
貿
易
振
興
会
編

『北
米
自
由
貿
易
協
定
』

(『農
林
水
産
図
書
資
料
月
報
』

一
七
巻
二
号
)

1
九
巻

三
号
)

二
二
巻
二
号
)

二
二
巻
八
号
)

1
九
九
四
'
四
)

一
九
八
二
年

1
九
八
九
年

7
九
九

一
年

1
九
九
四
年

1
九
九
四
年

一
九
九
四
年

9

小
林
秀
之
責
任
編
集

『製
造
物
責
任
法
体
系

[理
論
篇
]

[対
策

･
資
料
篇
]
』

(『銀
行
法
務
二

一
』
五

〇
二
号
)

小
林
秀
之
著

『製
造
物
責
任
法
』

(『法
学
セ
ミ
ナ
ー
』
四
七

三
号
)

小
室
程
夫
著

『日
米
欧
競
争
法
と
日
本
企
業
』
『国
際
取
引
と
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
』
『最
新
･原
産
地
規
則
』

一
九
九
五
年

一
九
九
五
年

他桜
井
雅
夫

｢国
際
経
済
法

･
新
版
｣
(『貿
易
と
関
税
』
四
六
巻

一
号
)

小
杉
丈
夫
著

『
ア
ジ
ア
の
時
代
の
法
』

(『国
際
経
済
法
』
第
四
号
)

(『
N
B
L
』
六
六
五
号
)

一
九
九
五
年

1
九
九
八
年

1
九
九
九
年



座
談
会

｢国
際
化
社
会
に
お
け
る
法
務
の
変
容
と
課
題

(-
)-
(5
)｣

｢国
際
ビ
ジ
ネ
ス
と
法
務
マ
ン
の
心
得
｣

｢流
動
す
る
海
外
投
資
環
境
に
ど
う
対
応
す
る
か
｣

｢企
業
の
海
外
事
業
活
動
と
国
際
戦
略
法
務

(上
､
中
､
下
)
｣

｢国
際
民
事
紛
争
の
解
決
と
弁
護
士
の
役
割
｣

(『
N
B
L
』
三
四
四
-

三
四
八
号
)

(『
N
B
L
』
三
五
四
号
)

(『旬
間
経
理
情
報
』
四
八
〇
号
)

(

『

N
B
L
』

四

一
六
-
四

一
八
号
)

(『自
由
と
正
義
』

一
二
巻
三
九
号
)

一
九
八
六
年

一
九
八
六

年

一
九
八
七
年

一

九

八
八
年

一

九

八
九

年

｢
l
九
九
二
年
E
C
統
合
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
変
動
1

ビ
ジ
ネ
ス

｡
サ
イ
ド
か
ら
の
検
証
-

｣

(『ジ

ュ
リ
ス
ト
』
九
六

一
号
)

｢特
集
､
待

っ
た
な
し
の
P
L
論
議
!

消
費
者
と
企
業
の
新
し
い
時
代
に
向
け
て
-
｣

(『
E
S
P
』
二
五
八
号
)

座
談
会

｢特
集
､
待

っ
た
な
し
の
p
L
論
議
-
消
費
者
と
企
業
の
新
し
い
時
代
に
向
け
て

京
都
大
学

北
川
善
太
郎
教
授
､
経
済
企
画
庁
塩
野
審
議
官
他
と
の
座
談
会
｣

(

『

E
S
P
』

二
五
八
号
)

座
談
会

｢特
集
訴
訟
の
恐
怖
､
法
務
新
時
代
を
生
き
抜
-
｣

(『日
経
ビ
ジ
ネ
ス
』
七
三
九
号
)

一
九
九
〇
年

一
九
九
三
年

l
九
九
三
年

一
九
九
四
年

監

修『海
外
子
会
社
の
リ
ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
リ
ン
グ
実
務
マ
ニ
ュ
ア
ル

人
事

｡
労
務
編
』

(秩
)
ジ

ェ
ー
ビ
ス
､
-
E
T
R
O

一
九
九
四
年



そ
の
他

(散
文
)

『企
業
法
務
か
ら
大
学

へ
の
転
身
』

『転
身
し
て
想
う
』

『国
際
取
引
を
規
制
す
る
共
通
ル
ー
ル
の
再
構
築
』

(『書
斎
の
窓
』
四
二
四
号
)

(

『

N
B
L
』

五
二
八
号
)

(『九
州
大
学
研
究
紹
介
』

二
一
号
)

一
九
九
三
年

一
九
九
三
年

7
九
九
四
年



横
田

耕

一
教
授

著
作
日
銀

著
書『象

徴
天
皇
制
と
人
権
』

『憲
法
と
天
皇
制
』

『ア
メ
リ
カ
の
平
等
雇
用
』

共
編
著
『七
〇
年
代
の
憲
法
問
題
｣
(上
野
裕
久
ら
と
共
著
)

『憲
法
講
義
2

基
本
的
人
権
』
(大
須
賀
明
ら
と
共
著
)

『憲
法
判
例
の
研
究
』
(大
須
賀
明
ら
と
共
編
著
)

『国
民
主
権
と
天
皇
制
』
(針
生
誠
吉
と
共
著
)

『現
代
憲
法
講
義

上
』
(清
水
睦
ら
と
共
著
)

『象
徴
天
皇
制
の
構
造
』
(江
橋
崇
と
共
編
著
)

学
術
論
文

｢公
安
条
例
の
制
定
過
程
｣
(法
律
時
報
増
刊
『公
安
条
例
』
)

｢緊
急
事
態
と
ア
メ
リ
カ
大
統
領
｣
(『九
大
教
養
部
社
会
科
学
論
集
』
九
集
)

｢天
皇
と
不
敬
罪
｣
(『日
本
の
憲
法
判
例
』
散
文
堂
)

部
落
解
放
研
究
所

岩
波
書
店

部
落
解
放
研
究
所

一
九
九
〇
年

1
九
九
〇
年

一
九
九

7
年

法
律
文
化
社

有
斐
閣

散
文
堂

法
律
文
化
社

日
本
評
論
社

日
本
評
論
社

一
九
七
〇
年

一
九
七
九
年

一
九
八
二
年

1
九
八
三
年

一
九
八
五
年

一
九
九
〇
年

13

1
九
六
七
年

一
九
六
九
年

一
九
六
九
年



｢象
徴
天
皇
制
｣
(『法
律
時
報
』
四

一
巻
五
号
)

｢君
主
制
と
天
皇
｣
(『現
代
の
憲
法
論
』
敏
文
堂
)

｢極
限
状
態
に
お
け
る
治
安
と
抵
抗
権
｣
(法
律
時
報
増
刊
『治
安
と
人
権
』
)

｢博
多
駅
事
件
｣
(『続
日
本
の
憲
法
判
例
』
敬
文
堂
)

｢象
徴
天
皇
制
の
軌
跡
｣

(『ジ
ュ
リ
ス
ト
』
五
四
二
号
､
の
ち
に
『文
献
選
集
日
本
国
憲
法
2

国
民
主
権
と
天
皇
制
』
三
省

堂

)

｢異
端
的
表
現
と
国
家
｣
(『法
学
セ
ミ
ナ
ー
』
二
二
四
号
)

｢天
皇
の
政
治
的
発
言
｣
(『九
大
教
養
部
社
会
科
学
論
集
』

一
四
集
)

｢在
日
外
国
人
の
政
治
活
動
の
自
由
｣
(『法
学
セ
ミ
ナ
ー
』
二
三

一
号
)

｢報
道
の
自
由
と
取
材
源
の
秘
匿
｣
(『法
学
セ
ミ
ナ
ー
』
二
四
二
号
)

｢天
皇
機
関
説
｣

(『現
代
日
本
の
法
思
想
』
有
斐
閣
)

｢皇
室
典
範
を
め
ぐ
る
諸
問
題
｣
(『法
律
時
報
』
四
八
巻
四
号
)

｢中
華
人
民
共
和
国
憲
法
を
め
ぐ
る
若
干
の
問
題
｣
(『法
政
研
究
』
四
二
巻
二
･
三
号
)

｢天
皇
と
政
治
､
外
交
に
お
け
る
天
皇
の
地
位
｣
(『憲
法
学
4
』
有
斐
閣
)

｢戦
後
憲
法
史
-

講
和
か
ら
六
十
年
安
保
ま
で
｣
(法
律
時
報
増
刊
『憲
法
三
〇
年
の
理
論
と
展
望
』
)

｢国
会
の
自
律
権
と
議
事
手
続
｣
(『ジ
ュ
リ
ス
ト
』
六
三
八
号
)

｢労
働
組
合
の
統
制
権
と
組
合
員
の
自
由
｣
(法
学
セ
ミ
ナ
ー
増
刊
『思
想

｡
信
仰
と
現
代
』
)

一
九
六
九
年

一
九
七
〇
年

一
九
七
〇
年

一
九
七
二
年

1
九
七
三
年

一
九
七
四
年

一
九
七
四
年

一
九
七
四
年

一
九
七
五
年

一
九
七
六
年

一
九
七
六
年

一
九
七
六
年

一
九
七
六
年

一
九
七
七
年

一
九
七
七
年

一
九
七
七
年

14



｢大
村
収
容
所
の
現
況
と
問
題
点
｣
(『法
律
時
報
』
四
九
巻

二

一号
)

｢天
皇
機
関
説
事
件
｣
(『憲
法
の
歩
み
』
有
斐
閣
)

｢制
憲
議
会
に
お
け
る
天
皇
像
｣
(『九
大
教
養
部
社
会
科
学
論
集
』

一
八
集
)

｢統
治
構
造
理
論
に
お
け
る
『連
続
性
』
と
『断
絶
性
』
｣
(『公
法
研
究
』
四
〇
号
)

｢制
憲
前
後
の
天
皇
像
｣
(『法
政
研
究
』
四
五
巻

三
号
)

｢国
家
と
宗
教
｣
(『
ロ
ー
･
ス
ク
ー
ル
』

一
九
号
)

｢青
少
年
保
護
条
例

･
公
安
条
例
｣
(奥
平
康
弘
編
m
日
少
年
保
護
条
例

･
公
安
条
例
』
学
陽
書
房
)

｢現
代
憲
法
学
講
義

第

7
講

天
皇
｣
(『法
学
セ
ミ
ナ
ー
』
三

一
五
号
-
三

1
七
号
)

｢
『信
教
の
自
由
』
の
問
題
状
況
｣
(『
ロ
ー
･
ス
ク
ー
ル
』
四
六
号
)

｢政

･
教

･
軍
の
結
合
と
政
教
分
離
原
則
｣
(『法
学
セ
ミ
ナ
ー
』
三
三

言
号
)

｢
ア
フ
ァ
ー
マ
テ
ィ
ヴ

･
ア
ク
シ
ョ
ン
の
具
体
的
展
開
｣
(『九
大
教
養
部
社
会
科
学
論
集
』
二
三
集
)

｢改
憲
問
題
の
系
譜
と
現
在
の
改
憲
問
題
｣
(法
学
セ
ミ
ナ
ー
増
刊
『憲
法
と
平
和
保
障
』
)

｢象
徴
天
皇
制
｣
(『法
学
教
室
』
三
三
号
)

｢審
査
を
排
除

･
制
約
す
る
法
理
と
政
策
｣
(『憲
法
訴
訟
』
日
本
評
論
社
)

｢平
等
原
理
の
現
代
的
展
開
-
"A
ffir
m
a
tiv
e
A
ction
"の
場
合
｣

(『現
代
国
家
と
憲
法
の
原
理
』
有
斐
閣
)

｢現
代
情
報
過
程
と
憲
法
｣
｢
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
保
護
と
政
策
｣

(石
村
善
治
編
『情
報
公
開
』
法
律
文
化
社
)

一
九
七
七
年

一
九
七
七
年

7
九
七
八
年

1
九
七
八
年

一
九
七
八
年

1
九
八
〇
年

1
九
八

1
年

1
九
八

一
年

一
九
八
二
年

一
九
八
二
年

一
九
八
三
年

一
九
八
三
年

一
九
八
三
年

一
九
八
三
年

15

一
九
八
三
年

7
九
八
三
年



｢有
害
図
書
規
制
と
表
現
の
自
由
｣
(『新
聞
研
究
』
三
九
四
号
)

｢女
性
差
別
と
憲
法
｣
(『ジ
ュ
リ
ス
ト
』
八

一
九
号
)

｢情
報
公
開
制
度
と
し
て
の
個
人
情
報
保
護
制
度
｣
(『地
方
自
治
通
信
』

一
七
七
号
)

｢人
権
の
享
有
主
体
｣
(『演
習
憲
法

〔新
版
〕』
青
林
書
院
)

｢税
関
検
査
の
合
憲
性
｣
(『法
律
時
報
』
五
七
巻
四
号
)

｢春
日
市
個
人
情
報
保
護
条
例
と
残
さ
れ
た
課
題
｣

(『個
人
情
報
保
護

へ
の
新
時
代
』
春
日
市
個
人
情
報
保
護
研
究
会
)

｢日
本
国
憲
法
か
ら
み
る
家
族
｣
(法
学
セ
ミ
ナ
ー
増
刊
『
こ
れ
か
ら
の
家
族
』
)

｢青
少
年
に
対
す
る
淫
行
の
条
例
に
よ
る
規
制
と
憲
法
｣
(『ジ
ュ
リ
ス
ト
』
八
五
三
号
)

｢日
本
国
憲
法
に
お
け
る
天
皇
の
原
点
と
現
点
｣
(『法
律
時
報
』
五
八
巻
五
号
)

｢象
徴
天
皇
制
の
憲
法
論
｣
(法
学
セ
ミ
ナ
ー
増
刊

『天
皇
制
の
現
在
』
)

｢日
本
に
お
け
る
政
教
分
離
原
則
の
意
義
｣
(『法
律
時
報
』
五
八
巻
九
号
)

｢外
国
人
登
録
法
改
正
の
問
題
点
｣
(『法
学
教
室
』
八

三
号
)

｢合
理
性
の
基
準
｣
(声
部
信
書
編
『講
座
憲
法
訴
訟

第
二
巻
』
有
斐
閣
)

｢積
極
的
平
和
の
確
立
-
構
造
的
暴
力
の
解
消
｣
(『平
和
憲
法
の
創
造
的
展
開
』
学
陽
書
房
)

｢大
嘗
祭
の
法
的
諸
問
題
｣
(『キ
リ
ス
ト
教
と
大
嘗
祭
』
新
教
出
版
社
)

｢法
の
下
の
平
等
と
最
高
裁
｣
(『法
律
時
報
』
五
九
巻
九
号
)

一
九
八
四
年

一
九
八
四
年

1
九
八
四
年

一
九
八
四
年

一
九
八
五
年

一
九
八
五
年

一
九
八
五
年

一
九
八
六
年

一
九
八
六
年

一
九
八
六
年

1
九
八
六
年

一
九
八
七
年

一
九
八
七
年

一
九
八
七
年

一
九
八
七
年

一
九
八
七
年

16



｢憲
法
と
部
落
問
題
の
論
議
に
よ
せ
て
1

渡
辺
久
丸

『憲
法
と
今
日
の
部
落
問
題
』
を
読
ん
で
｣

(『部
落
解
放
研
究
』
五
九
号
)

｢
ア
フ
ァ
ー
マ
テ
ィ
ヴ

･
ア
ク
シ
ョ
ン
の
判
例
動
向
｣
(『九
大
教
養
部
社
会
科
学
論
集
』
二
八
集
)

｢
『寛
容
』
な
き
社
会
の
『寛
容
』
論

-自
衛
官
合
紀
違
憲
訴
訟
大
法
廷
判
決
を
め
ぐ
っ
て
｣

(『法
学
セ
ミ
ナ
ー
』
四
〇
四
号
)

｢象
徴
天
皇
制
｣
(『憲
法
の
基
本
問
題
』
有
斐
閣
)

｢
7
九
三
〇
年
代
の
政
治
｣
(『
一
九
三
〇
年
代
の
日
本
』
法
律
文
化
社
)

｢
『皇
室
典
範
』
私
注
｣
(『法
律
時
報
』
六

1
巻

一-

四
号
)

｢国
民
と
天
皇

Ⅲ-
個｣

(『法
学
セ
ミ
ナ
ー
』
四

二
二
-

四

1
九
号
､
四
二

一
号
､
四
二
四
-

四
二
六
号
､
四
二
八
号
､
四
二

九
号
､
四
三
四
号
､
四
三
六
号
)

｢
日
本
の
公
法
学
に
お
け
る
憲
法
第

三
早

(戦
後
)｣
(『ジ
ュ
リ
ス
ト
』
九
三
三
号
)

｢有
害
図
書
規
制
に
よ
る
青
少
年
保
護
の
合
憲
性
｣
(『ジ
ュ
リ
ス
ト
』
九
四
七
号
)

｢外
国
人
登
録
法
の
指
紋
押
捺
制
度
の
合
憲
性
｣
(『法
政
研
究
』
五
六
巻
二
号
)

｢即
位
の
礼

･
大
嘗
祭

･
『政
府
見
解
』
の
問
題
点
｣
(『平
和
と
民
主
主
義
』
五
〇
三
号
)

｢日
本
国
憲
法
と
国
際
連
合
｣
(『憲
法
学
の
展
望
』
有
斐
閣
)

｢
二
つ
の
天
皇
制
度
と
立
憲
制
｣
(『歴
史
学
研
究
』
六
二
六
号
)

｢
日
本
国
憲
法
に
お
け
る

『政
教
分
離
原
則
』
｣
(『九
大
教
養
部
社
会
科
学
論
集
』
三
二
集
)

一
九
八
七
年

一
九
八
八
年

一
九
八
八
年

1
九
八
八
年

1
九
八
九
年

一
九
八
九
年

一
九
八
九
-

九

一
年

一
九
八
九
年

1
九
八
九
年

1
九
九

〇
年

一
九
九
〇
年

一
九
九

一
年

一
九
九

一
年

一
九
九
二
年

17



｢
コ
ミ
ッ
ク
の
規
制
と
表
現
の
自
由
｣
(『法
と
民
主
主
義
』
二
六
八
号
)

｢違
憲
性
が
問
わ
れ
る
靖
国
神
社
公
式
参
拝
｣
(『法
学
セ
ミ
ナ
ー
』
四
五
五
号
)

｢人
権
の
国
際
的
保
障
と
国
際
人
権
の
国
内
的
保
障
｣
(『ジ
ュ
リ
ス
ト
』

一
〇
二
二
号
)

｢皇
太
子
の
結
婚
と
こ
れ
か
ら
の
天
皇
制
｣
(『法
学
セ
ミ
ナ
ー
』
四
六
二
号
)

｢人
種
差
別
撤
廃
条
約
と
日
本
国
憲
法
-
表
現
規
則
に
つ
い
て
｣

(『現
代
立
憲
主
義
の
展
開

上
』
有
斐
閣
)

｢
T

h
e
S
e
p
a

ratio
n
o
f
R
e
-ig
io
n
a
n
d
S
t
a
te
｣

(

J

ap
a
n
e
s
e
C
o
n
stitu
tio
n
a
t
L
a
w
,
U
n
iv
e
r

sity
o
f
T
o
k
y
o
P
r
e
ss)

｢
『有
害
図
書
類
』
に
指
定
さ
れ
た
フ
ロ
ッ
ピ
ー
デ
ィ
ス
ク
｣
(『新
聞
研
究
』
五

二
二
号
)

｢
『護
憲
』
政
党
-
社
会
党
の
『変
節
』
｣
(『法
律
時
報
』
六
六
巻
六
号
)

｢天
皇
の
存
在
意
義
｣
(『講
座
憲
法
学
2

主
権
と
国
際
社
会
』
日
本
評
論
社
)

｢人
権
の
国
際
的
保
障
を
め
ぐ
る
理
論
問
題
｣
(『人
権
理
論
の
新
展
開
』
敬
文
堂
)

｢
『国
際
人
権
』
と
日
本
国
憲
法
-
国
際
人
権
法
学
と
憲
法
学
の
架
橋
｣
(『国
際
人
権
』
五
号
)

｢外
国
人
の
『参
政
権
』
｣
(『法
律
時
報
』
六
七
巻
七
号
)

｢違
憲
審
査
制
の
性
格
と
そ
の
運
用
｣
(『ジ
ュ
リ
ス
ト
』

一〇
八
九
号
)

｢行
政
情
報
公
開

･
保
護
の
憲
法
的
根
拠
｣
(『｢知
る
権
利
｣
･
｢知
ら
れ
な
い
権
利
｣』
信
山
社
)

｢表
現
の
自
由
｣
｢戦
争
宣
伝
お
よ
び
憎
悪
唱
道
の
禁
止
｣
｢集
会
の
自
由
｣

(『解
説

国
際
人
権
規
約
』
日
本
評
論
社
)

一
九
九
二
年

一
九
九
二
年

一
九
九
三
年

一
九
九
三
年

一
九
九
三
年

一
九
九
三
年

一
九
九
四
年

一
九
九
四
年

一
九
九
四
年

一
九
九
四
年

一
九
九
四
年

一
九
九
五
年

一
九
九
六
年

一
九
九
六
年

18

一
九
九
六
年



｢グ
ラ
ン
ド

･
セ
オ
リ
ー
崩
壊
期
の
憲
法

･
憲
法
学
｣
(『憲
法
問
題
8
』
三
省
堂
)

｢性
差
別
と
平
等
原
則
｣
(『講
座
現
代
の
法
11

ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
法
』
岩
波
書
店
)

｢
『平
和
的
生
存
権
』
の
『国
際
化
』
に
向
け
て
｣
(『恒
久
世
界
平
和
の
た
め
に
』
勤
草
書
房
)

｢政
教
分
離
を
め
ぐ
る
若
干
の
問
題
｣
(『宗
教
法
』

一
七
号
)

判
例
批
評

｡
紹
介

｢判
例
評
釈
1
選
挙
運
動
費
用
法
定
額
を
過
少
に
告
示
し
て
執
行
し
た
選
挙
が
無
効
と
さ
れ
た
事
例
｣

(『法
学
協
会
雑
誌
』
八
三
巻
二
号
)

｢判
例
評
釈
-
候
補
者
の
通
称
を
記
載
し
た
投
票
と
認
め
ら
れ
た
事
例
｣

(『法
学
協
会
雑
誌
』
八
三
巻
四
号
)

｢判
例
評
釈
-
特
定
の
住
居
で
宗
教
活
動
を
し
な
い
約
束
と
憲
法
第
二
〇
条
第

1
項
｣

(『法
学
協
会
雑
誌
』
八
五
巻
五
号
)

｢教
育
法
令
に
違
反
す
る
在
日
朝
鮮
人
学
校
の
閉
鎖
｣
(『教
育
判
例
百
選
』
有
斐
閣
)

｢
こ
れ
ま
で
の
九
条
裁
判
｣
(法
学
セ
ミ
ナ
ー
増
刊
『憲
法
と
自
衛
隊
』
)

｢取
材
フ
ィ
ル
ム
の
提
出
命
令
と
取
材
の
自
由
｣
(『憲
法
判
例
百
選

〔第
三
版
〕』
有
斐
閣
)

｢天
皇
と
不
敬
罪
｣
(『
セ
ミ
ナ
ー
法
学
全
集
10

憲
法
H
』
日
本
評
論
社
)

｢津
地
鎮
祭
違
憲
訴
訟
上
告
審
大
法
廷
判
決
｣
(『昭
和
五
二
年
度
重
要
判
例
解
説
』
有
斐
閣
)

｢
『信
教
の
自
由
』
と

『政
教
分
離
原
則
』
｣
(『判
例
タ
イ
ム
ズ
』
三
八
五
号
)

一
九
九
七
年

1
九
九
七
年

一
九
九
八
年

一
九
九
九
年

1
九
六
六
年

一
九
六
六
年

一
九
六
八
年

一
九
七
三
年

一
九
七
三
年

一
九
七
四
年

一
九
七
四
年

一
九
七
八
年

一
九
七
九
年



｢教
育
法
令
に
反
す
る
在
日
朝
鮮
人
学
校
の
閉
鎖
｣
(『教
育
判
例
百
選

〔第
二
版
〕
有
斐
閣
』
)

｢取
材
フ
ィ
ル
ム
の
提
出
命
令
と
取
材
の
自
由
｣
(『憲
法
判
例
百
選
Ⅰ
』
有
斐
閣
)

｢殉
職
自
衛
官
の
合
紀
事
件
｣
(『法
学
教
室
』
二
三
号
)

｢人
身
の
自
由
｣
(『判
例

ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク

憲
法
』
日
本
評
論
社
)

｢道
交
法
に
よ
る
集
団
行
進
規
則
の
合
憲
性
｣
(『昭
和
五
七
年
度
重
要
判
例
解
説
』
有
斐
閣
)

｢箕
面
市
慰
霊
祭
違
憲
訴
訟
第

一
審
判
決
｣
(『昭
和
五
八
年
度
重
要
判
例
解
説
』
有
斐
閣
)

｢A
ffirm
a
tiv
e
A
c
tio
n
計
画
の
制
限
｣
(『ジ
ュ
リ
ス
ト
』
八
二
五
号
)

｢市
に
よ
る
ク
リ
ス
マ
ス
の
展
示
と
政
教
分
離
の
原
則
｣
(『ジ
ュ
リ
ス
ト
』
八
四
六
号
)

｢地
鎮
祭
と
政
教
分
離
の
原
則

(津
地
鎮
祭
訴
訟
)｣
(『憲
法
の
基
本
判
例
』
有
斐
閣
)

｢在
留
外
国
人
が

一
時
的
海
外
旅
行
を
行
う
た
め
に
し
た
再
入
国
許
可
申
請
を
指
紋
押
捺
拒
否
を
理
由

と
し
て
不
許
可
と
し
た
法
務
大
臣
の
処
分
が
違
法
と
は
い
え
な
い
と
さ
れ
た
事
例
｣

(『判
例
時
報
』

二

一〇
六
号
)

｢無
審
尋
で
な
さ
れ
た
裁
判
所
の
仮
処
分
決
定
に
よ
る
出
版
物
の
事
前
差
止
め
が
違
憲
で
な
い
と
さ
れ

た
事
例
-

北
方
ジ
ャ
ー
ナ
ル
事
件
大
法
廷
判
決
｣

(『判
例
時
報
』

二

三

一
号

)

｢判
例
評
釈
-
選
挙
運
動
費
用
法
定
額
を
過
少
に
告
示
し
て
執
行
し
た
選
挙
が
無
効
と
さ
れ
た
事
例
｣

(『判
例
民
事
法

昭
和
四
十
年
度
』
有
斐
閣
)

｢判
例
評
釈
I

候
補
者
の
通
称
を
記
載
し
た
投
票
と
認
め
ら
れ
た
事
例
｣

(『判
例
民
事
法

昭
和
四
十
年
度
』
有
斐
閣
)

1
九
七
九
年

一
九
八
〇
年

一
九
八
二
年

一
九
八
三
年

一
九
八
三
年

1
九
八
四
年

一
九
八
四
年

一
九
八
五
年

一
九
八
五
年

一
九
八
六
年

一
九
八
七
年

一
九
八
七
年

一
九
八
七
年



｢殉
職
自
衛
官
の
合
把
申
請
行
為
｣
(『宗
教
判
例
百
選

(第
二
版
)』
有
斐
閣
)

｢精
神
的
自
由
権
､
人
身
の
自
由
｣
(『判
例

ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク

憲
法

〔第
二
版
〕
日
本
評
論
社
)

｢内
閣
総
理
大
臣
の
靖
国
神
社
公
式
参
拝
の
合
憲
性
｣
(『平
成
四
年
度
重
要
判
例
解
説
』
有
斐
閣
)

｢取
材
フ
ィ
ル
ム
の
提
出
命
令
と
取
材
の
自
由
｣
(『憲
法
判
例
百
選
Ⅰ

〔第
三
版
〕』
有
斐
閣
)

｢地
鎮
祭
と
政
教
分
離
の
原
則
｣
(『憲
法
の
基
本
判
例

〔第
二
版
〕』
有
斐
閣
)

｢宗
教
学
校

へ
の
援
助
と
国
教
樹
立
禁
止
条
項
Z
o
b
re
st
v
.
C
a
ta
tin
a
F
o
o
t
hitts
Scho
o
t
D
istric
t}

50
9

U

.S

.
)
()9
93
)J

(『ア
メ
リ
カ
憲
法
判
例
』
有
斐
閣
)

｢
ア
フ
ァ
ー
マ
テ
ィ
ブ

･
ア
ク
シ
ョ
ン
A
darand
C
o
n
stru
ctors
,
In
c
.
V
.
P

e

na
〉
5
)5
U
.S
1
2
0
0

(
)
9
9

5)J

(『ア
メ
リ
カ
憲
法
判
例
』
有
斐
閣
)

解
説

･
書
評
等

｢改
憲
問
題
の
状
況
-
書
心法
記
念
日
前
後
｣
(野
中
俊
彦
と
共
同
執
筆

『法
律
時
報
』
三
八
巻
七
号
)

｢民
族
選
好

･
宗
教
｣
(小
林
直
樹
編

『日
本
人
の
憲
法
意
識
』
東
京
大
学
出
版
会
)

｢戦
後
の
憲
法
意
識
｣
(『月
刊
労
働
組
合
』
五
月
号
)

｢新
刊
素
描

長
谷
川
正
安
『憲
法
運
動
論
』
｣
(『法
律
時
報
』
四
〇
巻
九
号
)

1
九
九

一
年

一
九
九
二
年

一
九
九
三
年

一
九
九
四
年

1
九
九
六
年

1
九
九
八
年

1
九
九
八
年

一
九
六
六
年

一
九
六
七
年

1
九
六
八
年

一
九
六
八
年



｢日
本
国
憲
法
の
二
十
五
年

第

一
章
天
皇
｣

(法
律
時
報
増
刊

『資
料
コ
ン
メ
ン
タ
ー

ル
憲
法
』
日
本
評
論
社
)

｢書
評

大
須
賀

･
影
山

『憲
法
と
沖
縄
』
｣
(『法
学
セ
ミ
ナ
ー
』

一
八
五
号
)

｢書
評

久
田
栄
正
『帝
国
憲
法
崩
壊
史
』
｣
(『法
律
時
報
』
四
三
巻

一
〇
号
)

｢
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

日
本
の
憲
法
学
を
め
ぐ
っ
て
｣
(『日
本
の
憲
法
学
』
評
論
社
)

｢六
条

･
七
条
｣
(『基
本
法
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
憲
法
』
日
本
評
論
社
)

｢
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

最
高
裁
判
決
の
ゆ
-
え
｣
(『法
学
セ
ミ
ナ
ー
』
二
〇
三
号
､
二
〇
四
号
)

『新
選
憲
法
演
習
問
題
』
〔四
〕-
〔八
〕
(
一
粒
社
)

｢前
文

･
第

一
章
天
皇
｣
(『基
本
判
例
シ
リ
ー
ズ

判
例
憲
法
』
日
本
評
論
社
)

｢
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

現
代
議
会
制
民
主
主
義
論
｣
(『法
律
時
報
』
四
六
巻
二
号
)

｢象
徴
と
し
て
の
天
皇
､
人
身
に
関
す
る
自
由
権
｣
(『憲
法
』
青
林
書
院
新
社
)

｢学
会
回
顧

憲
法
｣
(『法
律
時
報
』
四
六
巻

一
二
号
)

｢ら
い
ぶ
ら
り
い

『日
本
の
フ
ァ
シ
ズ
ム
と
靖
国
問
題
』
『慰
霊
と
招
魂
』
｣

(『法
学
セ
ミ
ナ
ー
』
二
三
三
号
)

｢内
閣
の
権
能
､
内
閣
の
活
動
｣
(『憲
法

(4
)』
有
斐
閣
)

｢学
会
回
顧

憲
法
｣
(『法
律
時
報
』
四
七
巻

一
四
号
)

｢天
皇
の
政
治
的
発
言
｣
(『現
代
用
語
の
基
礎
知
識
』
自
由
国
民
社
)

｢集
団
行
動
の
規
制
と
表
現
の
自
由
､
報
道
の
自
由
｣
(『判
例
と
学
説

憲
法
』
日
本
評
論
社
)

一
九
七

一
年

一
九
七

一
年

一
九
七

一
年

一
九
六
八
年

一
九
七
〇
年

一
九
七
二
年

一
九
七
二
年

一
九
七
三
年

一
九
七
四
年

一
九
七
四
年

一
九
七
四
年

22

一
九
七
五
年

一
九
七
五
年

一
九
七
五
年

一
九
七
五
年

一
九
七
六
年



｢学
会
回
顧

憲
法
｣
(『法
律
時
報
』
四
八
巻

二
二
号
)

『新
選
憲
法
演
習
問
題

〔新
版
〕』
(
一
粒
社
)

｢第

一
章
天
皇
｣
(『判
例
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
憲
法
』
三
省
堂
)

｢集
会
結
社
の
自
由
､
表
現
の
自
由
､
大
学
の
自
治
他
｣
(『テ
キ
ス
ト
ブ
ッ
ク
憲
法
』
有
斐
閣
)

｢自
由
権
｣
(『
ワ
ー
ク
ブ
ッ
ク
法
学

･
憲
法
』
有
斐
閣
)

｢天
皇
｣
(『
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
教
育
法
Ⅰ
』
成
文
堂
)

｢天
皇
の
行
為

(
一
)
(二
)､
皇
室
｣
(別
冊
法
学
セ
ミ
ナ
ー
『司
法
試
験
シ
リ
ー
ズ

憲
法
』
)

｢現
代
天
皇
制
の
意
義
｣
(『現
代
法
講
義

憲
法
』
三
省
堂
)

｢
こ
う
し
て
で
き
た
わ
た
し
た
ち
の
憲
法
｣
(『子
供
の
し
あ
わ
せ

別
冊
2
』
草
土
文
化
社
)

｢内
閣
の
権
能
､
内
閣
の
活
動
｣
(『憲
法

(4
)
〔新
版
〕』
有
斐
閣
)

｢青
少
年
保
護
条
例
｣
｢栄
典
｣
｢皇
位
継
承
｣
｢皇
室
典
範
｣
｢皇
族
｣
｢国
事
行
為
｣
｢象
徴
｣
｢摂
政
｣

｢天
皇
｣
｢認
証
｣
｢プ
ラ
カ
ー
ド
事
件
｣

(『国
民
法
律
百
科
大
辞
典
』
ぎ
ょ
う
せ
い
)

｢書
評

奥
平
康
弘

『表
現
の
自
由
Ⅲ
』
｣
(『社
会
科
学
研
究
』
三
六
巻
六
号
)

｢皇
室
｣
｢皇
室
典
範
｣
｢国
事
行
為
｣
｢裁
可
｣
｢詔
書
｣
｢詔
勅
｣
｢摂
政
｣
｢大
権
｣
｢大
日
本
帝
国
憲

法
｣
｢勅
語
｣
｢勅
令
｣
｢天
皇
｣
｢認
証
｣
｢平
和
的
生
存
権
｣
｢輔
弼
｣

(『大
百
科
事
典
』
平
凡
社
)

7
九
七
六
年

1
九
七
七
年

1
九
七
七
年

一
九
七
七
年

一
九
七
八
年

1
九
七
八
年

一
九
七
九
年

一
九
八

一
年

一
九
八
二
年

丁
九
八
三
年

23

一
九
八
四
年

一
九
八
五
年

1
九
八
四
-

五
年



｢座
談
会
-
現
代
天
皇
制
を
め
ぐ
っ
て
｣

(神
島
二
郎

･
菅
孝
行
と
｡
法
学
セ
ミ
ナ
ー
増
刊

『こ
れ
か
ら
の
天
皇
制
』
)

｢天
皇
問
題

へ
の
招
待

現
代
天
皇
制
を
理
解
す
る
た
め
の
文
献
と
解
説
｣

(法
学
セ
ミ
ナ
ー
増
刊

『
こ
れ
か
ら
の
天
皇
制
』
)

｢象
徴
天
皇
制
｣
(『憲
法
を
学
ぶ

〔新
版
〕』
有
斐
閣
)

｢座
談
会
-
天
皇
制
-
現
在

･
過
去

･
近
未
来
｣

(日
高
六
郎

･
桶
川
俊
忠
と
｡
法
学
セ
ミ
ナ
ー
増
刊

『天
皇
制
の
現
在
』
)

｢天
皇
問
題

へ
の
招
待

現
代
天
皇
制
を
理
解
す
る
た
め
の
文
献
と
解
説
｣

(法
学
セ
ミ
ナ
ー
増
刊

『天
皇
制
の
現
在
』
)

｢第
六
条

･
第
七
条
｣
(『基
本
法
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル

憲
法

〔第
三
版
〕』
日
本
評
論
社
)

｢男
女
平
等
｣
(『憲
法
マ
イ
ル
ド
』
憲
法
擁
護
国
民
連
合
)

｢憲
法
解
釈
の
基
本
争
点

天
皇
の
公
的
行
為
｣
(『法
学
セ
ミ
ナ
ー
』
三
八
九
号
)

｢特
権
の
禁
止
｣
(『基
本
問
題
セ
ミ
ナ
ー

憲

法
』

一
粒
社
)

｢
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

天
皇
制
と
法
｣

(長
谷
川
正
安

･
清
水
睦

･
山
内
敏
弘

･
江
橋
崇
と
｡
『法
律
時
報
』
六

一
巻
六
号
)

｢書
評

奥
平
康
弘

『な
ぜ

｢表
現
の
自
由
｣
か
』
(『法
律
時
報
』
六

一
巻

二

一号
)

｢対
談

憲
法
は
生
き
て
い
る
｣
(小
中
陽
太
郎
と
｡
『法
学
セ
ミ
ナ
ー
』
四
二
五
号
)

｢
『象
徴
天
皇
』
っ
て
な
ん
だ
ろ
う
～
｣
(『Q
A
』
九
〇
年

〓

月
号
)

一
九
八
五
年

一
九
八
五
年

一
九
八
五
年

一
九
八
六
年

一
九
八
六
年

一
九
八
六
年

一
九
八
七
年

一
九
八
七
年

一
九
八
九
年

24

一
九
八
九
年

一
九
八
九
年

1
九
九
〇
年

一
九
九
〇
年



｢皇
籍
離
脱
｣
｢内
大
臣
｣
｢皇
室
典
範
｣
｢皇
室
経
済
法
｣
｢国
家
神
道
に
関
す
る
覚
書
｣
｢天
皇
神
格
化

否
定
詔
書
｣
｢元
号
問
題
｣
｢宮
内
庁
｣

(『戦
後
史
大
事
典
』
三
省
堂
)

｢北
ア
メ
リ
カ
｣
(『世
界
の
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
と
法
制
度
』
解
放
出
版
社
)

｢座
談
会

『差
別
的
表
現
』
は
法
的
に
規
制
す
べ
き
か
｣

(江
橋
崇

･
浦
部
法
穂

･
内
野
正
幸
と
｡
『法
律
時
報
』
六
四
巻
九
号
)

｢新
刊
ガ
イ
ド

『女
性
の
権
利
の
歴
史
』
｣
(『法
学
セ
ミ
ナ
ー
』
四
六

〇
号
)

｢
『自
由
な
表
現
』
の
意
義
｣
(『わ
た
し
の
世
界
人
権
宣
言
』
部
落
解
放
研
究
所
)

｢書
評

奥
平
康
弘

『憲
法
Ⅲ
』
｣
(『ジ
ュ
リ
ス
ト
』

一
〇
三
四
号
)

｢天
皇
｣
(『新

･
判
例
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル

日
本
国
憲
法
-
』
三
省
堂
)

｢象
徴
天
皇
制
と
人
権
｣
(『部
落
解
放
大
学
講
座
m

は
じ
め
て
の
人
権
問
題
』
部
落
解
放
研
究
所
)

｢国
際
人
権
規
約
と
国
内
法
｣
(『司
法
試
験
シ
リ
ー
ズ

憲
法
Ⅰ

〔第
三
版
〕』
日
本
評
論
社
)

｢
ゆ
ら
ぐ
政
教
分
離
原
則
｣
(『時
事
教
養
』
六
九
二
号
)

｢
『差
別
表
現
』
に
つ
い
て
ど
う
考
え
る
べ
き
か
｣
(『法
学
セ
ミ
ナ
ー
』
四
七
五
号
)

｢天
皇
｣

(『憲
法

(-
)』
有
斐
閣
)

｢緊
急
事
態
と
破
防
法
｣
(『破
防
法
な
に
が
悪
い
け
』
日
本
評
論
社
)

｢象
徴
天
皇
制
｣
(『憲
法
を
学
ぶ

〔第
三
版
〕
』
有
斐
閣
)

｢国
民
主
権
と
天
皇
制
｣
(『戦
後
政
治
と
日
本
国
憲
法
』
三
省
堂
)

一
九
九

一
年

一
九
九
二
年

一
九
九
二
年

一
九
九
三
年

1
九
九
三
年

一
九
九
三
年

1
九
九
三
年

一
九
九
四
年

一
九
九
四
年

一
九
九
四
年

一
九
九
四
年

一
九
九
五
年

一
九
九
六
年

1
九
九
六
年

一
九
九
六
年

25



｢表
現
の
自
由
と
人
権
｣
(『
二
一
世
紀
日
本
の
人
権
』
明
石
書
店
)

｢男
女
平
等
｣
(井
上
ひ
さ
し
選
『憲
法
を
考
え
る
本
』
光
文
社
)

｢座
談
会

愛
媛
玉
串
料
訴
訟
最
高
裁
大
法
廷
判
決
を
め
ぐ
っ
て
｣

(戸
松
秀
典

･
長
谷
部
恭
男
と
｡
『ジ
ュ
リ
ス
ト
』

一
二

四
号
)

｢ポ
ジ
テ
ィ
ブ

･
ア
ク
シ
ョ
ン
と
女
性
行
政
｣
(『法
学
セ
ミ
ナ
ー
』
五
二
九
号
)

一
般
論
文

｢
『憲
法
秩
序
』
護
持
と
い
う
名
の
治
安
政
策
｣
(『月
刊
社
会
党
』

一
七

一
号
)

｢憲
法
と
治
安
立
法
｣
(『平
和
と
民
主
主
義
』
三

二
二
号
)

｢憲
法
と
自
衛
隊
｣
(『平
和
と
民
主
主
義
』
三
二
九
号
)

｢憲
法
と
日
米
安
保
条
約
｣
(『平
和
と
民
主
主
義
』
三
三
〇
号
)

｢
『大
衆
の
支
配
』
実
現
へ
の
努
力
｣
(『ア
ジ
ア
経
済
旬
報
』
九
八
六
号
)

｢憲
法
三
〇
年
-
そ
の
実
現
と
課
題
｣
(『平
和
と
民
主
主
義
』
三
四
六
号
)

｢憲
法
三
〇
年
と
護
憲
の
今
日
的
意
義
｣
(『月
刊
社
会
党
』
二
四
六
号
)

｢非
武
装
非
同
盟
ビ
ジ
ョ
ン
構
築
の
必
要
性
･･よ
思
法
第
九
条
の
現
代
的
意
義
｣

(『月
刊
社
会
党
』
八
〇
年
五
月
号
)

｢憲
法
破
壊
を
進
め
る
鈴
木
内
閣
｣
(『月
刊
社
会
党
』
八
〇
年

二

一月
号
)

｢
一
九
八

一
年
憲
法
問
題
の
焦
点
｣
(『平
和
と
民
主
主
義
』
三
九
四
号
)

一
九
九
六
年

一
九
九
七
年

一
九
九
七
年

一
九
九
八
年

l
九
七

1
年

一
九
七
四
年

一
九
七
五
年

1
九
七
五
年

一
九
七
五
年

一
九
七
七
年

一
九
七
七
年

26

一
九
八
〇
年

一
九
八
〇
年

一
九
八
一
年



｢改
憲

天
皇
｣
(『平
和
と
民
主
主
義
』
四

1
五
号
)

｢
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
積
極
的
差
別
解
消
策
｣
(『部
落
解
放
史
ふ
-
お
か
』
二
七
号
)

｢私
た
ち
に
と
っ
て
『天
皇
制
』
と
は
｣
(『君
が
代
処
分
』

二
二
号
､

T
四
号
)

｢中
国
の
民
主
化
｣
(『斉
放
争
鳴
』
四
二
号
)

｢戦
後
四
〇
年
を
迎
え
る
日
本
国
憲
法
｣
(『平
和
と
民
主
主
義
』
四
四
二
号
)

｢部
落
差
別
と
労
働
権
｣
(『社
会
啓
発
情
報
』
二
三
号
)

｢核
戦
略
と
日
本
の
安
全
保
障
｣
(『核
を
考
え
る
』
九
州
大
学
出
版
会
)

｢労
働
権
と
差
別
｣
(『雇
用
の
平
等
を
求
め
て
-
I
L
O
と
日
本
』
解
放
出
版
社
)

｢
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
積
極
的
差
別
解
消
策
｣
(『現
代
世
界
の
差
別
問
題
』
明
石
書
店
)

｢
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
差
別
撤
廃
法
｣

(『世
界
は
い
ま
-
諸
外
国
の
差
別
撤
廃
法
と
日
本
』
部
落
解
放
研
究
所
)

｢憲
法
か
ら
み
た
国
家
秘
密
法
案
｣
(『科
学

･
社
会

･
人
間
』

一
五
号
)

｢憲
法
と
象
徴
天
皇
制
｣
(『平
和
と
民
主
主
義
』
四
五
五
号
)

｢代
替
わ
り
儀
式
と
天
皇
の
権
威
強
化
｣
(『ま
な
ぶ
』
三
二
四
号
)

｢就
職
差
別
の
禁
止
と
積
極
的
雇
用
促
進
｣
(『憲
法
と
部
落
問
題
』
解
放
出
版
社
)

｢現
代
日
本
と
人
権
｣
(『部
落
解
放
』
二
五
四
号
)

｢憲
法
と
天
皇

(
こ

I
(四
)｣
(『君
が
代
処
分
』
二
三
-
二
六
号
)

1
九
八
二
年

7
九
八
二
年

一
九
八
三
年

一
九
八
五
年

一
九
八
五
年

7
九
八
五
年

1
九
八
五
年

1
九
八
五
年

1
九
八
五
年

一
九
八
五
年

一
九
八
六
年

一
九
八
六
年

一
九
八
六
年

一
九
八
六
年

一
九
八
六
年

一
九
八
六

-

七
年



｢右
傾
社
会
と
マ
ス
コ
ミ
の
責
任
｣
(『
い
ぶ
き
』
四
五
七
号
)

｢
四
〇
歳
を
迎
え
た
日
本
国
憲
法
の
現
状
と
課
題
｣
(『社
会
問
題
月
報
』
二
九
六
号
)

｢
は
き
ち
が
え
た

『言
論
の
自
由
』
｣
(『社
会
啓
発
月
報
』
三
八
号
)

｢天
皇
制
の
行
方
｣
(『平
和
と
民
主
主
義
』
四
七
九
号
)

｢
い
ま
再
び
護
憲
の
意
義
を
問
う
｣
(『社
会
問
題
月
報
』
三
〇
八
号
)

｢憲
法
か
ら
み
た
天
皇
制
度
｣
(『
マ
ス
コ
ミ
市
民
』
二
四
四
号
)

｢天
皇
の
権
威
強
化
と

『
Ⅹ
デ

ー
』
｣
(『社
会
問
題
月
報
』
三

一
六
号
)

｢天
皇
代
替
わ
り
儀
式
に
疑
義
あ
り
!
｣
(『朝
日
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』
三

一
巻
三
号
)

｢先
生
の
お
は
な
し
｣
(『法
政
研
究
別
冊

フ
ォ
ー
ラ
ム

N
o
.2
』

)

｢象
徴
天
皇
制
の
原
点
と
現
点
｣
(『唯
物
史
観
』
三
四
号
)

｢皇
室
儀
式

な
ぜ
無
理
重
ね
る
の
か
｣
(『昭
和
の
こ
こ
ろ
』
毎
日
新
聞
社
)

｢求
め
ら
れ
る
ア
フ
ァ
ー
マ
テ
ィ
ヴ

･
ア
ク
シ
ョ
ン
｣
(『
ヒ
ュ
ー
マ
ン
･
ラ
イ
ツ
』

一
六
号
)

｢憲
法
の
平
等
原
則
｣
(『平
和
と
民
主
主
義
』
四
九
九
号
)

｢天
皇
代
替
わ
り
儀
式
に
疑
義
あ
り
｣
(『昭
和
の
終
悪
』
朝
日
新
聞
社
)

｢国
際
化
時
代
の
企
業
と
人
権
｣
(『
ヒ
ュ
ー
マ
ン
･
ラ
イ
ツ
』
二
五
号
)

｢
『自
然
体
』
で
あ
る
皇
室
報
道
｣
(『新
聞
研
究
』
四
六
八
号
)

｢笑
顔
で
進
む
『国
民
統
合
』
｣
(『
ヒ
ュ
ー
マ
ン
･
ラ
イ
ツ
』
二
八
号
)

｢
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
ー
の
立
場
に
立
っ
た
裁
判
を
｣
(『ト
ツ
カ
ン
さ
ん
の
指
紋
裁
判
』
新
幹
社
)

一
九
八
七
年

一
九
八
七
年

一
九
八
七
年

一
九
八
八
年

一
九
八
八
年

一
九
八
八
年

一
九
八
九
年

一
九
八
九
年

一
九
八
九
年

一
九
八
九
年

一
九
八
九
年

一
九
八
九
年

一
九
八
九
年

一
九
八
九
年

一
九
九
〇
年

一
九
九
〇
年

一
九
九
〇
年

一
九
九
〇
年

28



｢
日
本
国
憲
法
と
大
嘗
祭
｣
(『歴
史
読
本
』
三
五
巻

一
五
号
)

｢天
皇
代
替
り
儀
式
と
政
教
分
離
原
則
｣
(『君
が
代
処
分
』
三
四
号
)

｢放
送
批
評

即
位
の
礼
と
大
嘗
祭
｣
(『N
IP
P
O
R
O
』

二
二
八
七
号
)

｢天
皇
制
と
人
権
｣
(『部
落
解
放
』
三

一
九
号
)

｢最
近
の
憲
法
状
況
｣
(『社
会
問
題
月
報
』
三
四
四
号
)

｢諸
外
国
の
就
職
差
別
撤
廃
法
と
そ
の
理
念
｣
(『部
落
解
放
』
三
三
七
号
)

｢立
憲
主
義
が
危
機
に
瀕
し
て
い
る
｣
(『世
界
』
五
七

一
号
)

｢
天
皇
陛
下
の
憲
法
問
題
｣
(『諸
君
-
』
二
四
巻

一
〇
号
)

｢
『力
に
よ
ら
な
い
平
和
』
の
現
実
性
｣
(『進
歩
と
改
革
』
四
九
四
号
)

｢憲
法
か
ら
み
た
皇
太
子
結
婚
問
題
｣
(『部
落
解
放
』
三
五
九
号
)

｢
日
本
国
憲
法
と
非
武
装
の
論
理
｣
(『進
歩
と
改
革
』
四
九
九
号
)

｢座
談
会

日
本
国
憲
法
と

『国
際
貢
献
』
｣
(『
ヒ
ュ
ー
マ
ン
･
ラ
イ
ツ
』
六
五
号
)

｢
わ
た
し
は
『皇
室
の
危
機
』
を
こ
う
読
ん
だ
｣
(『｢皇
室
の
危
機
｣
論
争
』
宝
島
社
)

｢
一
九
九
四
年
の
憲
法
状
況
｣
(『進
歩
と
改
革
』
五

〇
九
号
)

｢朝
鮮
問
題
を
め
ぐ
る
法
的
問
題
｣
(『進
歩
と
改
革
』
五

二

言
う
)

｢平
等
と
い
う
こ
と
｣
(『三
重
県

･
県
政
だ
よ
り
』

〓

7六
号
)

｢
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

差
別
問
題
と

『表
現
の
自
由
』
｣

(筒
井
康
隆
ほ
か
と
｡
『
ヒ
ュ
ー
マ
ン
･
ラ
イ
ツ
』
八

〇
号
)

1
九
九

〇
年

一
九
九

〇
年

一
九
九

〇
年

一
九
九

〇
年

7
九
九

一
年

一
九
九
二
年

一
九
九
二
年

丁
九
九
二
年

一
九
九
三
年

一
九
九
三
年

一
九
九
三
年

1
九
九
三
年

一
九
九
三
年

一
九
九
四
年

一
九
九
四
年

7
九
九
四
年

29

一
九
九
四
年



｢国
民
主
権
か
ら
乗
離
す
る

『象
徴
天
皇
制
』
｣
(『週
刊
金
曜
日
』
七
二
号
)

｢敗
戦
と
日
本
国
憲
法
｣
(『群
像
』
五
〇
巻
九
号
)

｢座
談
会

民
主
主
義

･
人
権

･
宗
教
法
人
法
｣

(小
林
孝
輔

･
野
村
二
郎
と
｡
『潮
』

一
九
九
五
年

二

一月
号
)

｢首
相
の
靖
国
参
拝
を
批
判
す
る
｣
(『世
界
』
六
二
七
号
)

｢安
保
再
定
義
と
憲
法
の
ゆ
-
え
｣
(『あ
-
ろ
す
』
九
号
)

｢対
談

戦
後
五
〇
年
と
在
日
朝
鮮
人
の
人
権
｣
(柳
光
守
と
｡
『人
権
と
生
活
』
二
号
)

｢国
民
主
権
と
矛
盾
す
る
象
徴
天
皇
制
｣
(『週
刊
金
曜
日
』
二
〇
〇
号
)

1
九
九
五
年

一
九
九
五
年

1
九
九
五
年

1
九
九
六
年

一
九
九
六
年

一
九
九
六
年

1
九
九
七
年

翻
訳T

･
Ⅰ
･
エ
マ
ー
ス
ン

『表
現
の
自
由
』
(小
林
直
樹
と
共
訳
)

D
･
セ
ル
ビ
ー

『
ヒ
ュ
ー
マ
ン
･
ラ
イ
ト
』
｢第
三
章
｣

R
･
1
･
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ

｢
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
人
種
関
係
｣

東
京
大
学
出
版
会

日
本
評
論
社

一
九
七
二
年

一
九
八
八
年

(『現
代
世
界
と
人
権
5

人
種
差
別
と
不
均
等
発
展
』
)
解
放
出
版
社

国
連
人
権
セ
ン
タ
ー

『国
内
人
権
機
関
』
｢第
四
章
｣

そ
の
他

〔主
な
学
会
報
告
〕

｢全
国
憲
の
一
〇
年

全
国
憲
の
位
置
｣
(全
国
憲
法
研
究
会
春
季
研
究
集
会
報
告
)

解
放
出
版
社

1
九
九
三
年

一
九
九
七
年

一
九
七
五
年



｢統
治
構
造
理
論
に
お
け
る
『連
続
性
』
と
『断
絶
性
』
｣
(日
本
公
法
学
会
第
四
二
回
大
会
部
会
報
告
)

｢女
性
差
別
と
憲
法
｣
(全
国
憲
法
研
究
会
春
季
研
究
集
会
報
告
)

｢
ア
フ
ァ
ー
マ
テ
ィ
ヴ

･
ア
ク
シ
ョ
ン
｣
(ア
メ
リ
カ
学
会
報
告
)

｢
二
つ
の
天
皇
制
度
と
立
憲
制
｣
(歴
史
学
研
究
会
大
会
報
告
)

｢人
種
差
別
撤
廃
条
約
-
憲
法
の
視
点
か
ら
｣
(国
際
人
権
法
学
会
第
四
回
大
会
報
告
)

｢人
権
の
国
際
的
保
障
を
め
ぐ
る
理
論
問
題
｣
(憲
法
理
論
研
究
会
春
季
研
究
総
会
報
告
)

｢グ
ラ
ン
ド

･
セ
オ
リ
ー
崩
壊
期
の
憲
法

･
憲
法
学
｣
(全
国
憲
法
研
究
会
春
季
研
究
集
会
報
告
)

｢判
例
研
究
-
A
darand
判
決
｣
(日
米
法
学
会
第
五

一
回
研
究
会
報
告
)

｢政
教
分
離
を
め
ぐ
る
若
干
の
問
題
｣
(第
三
五
回
宗
教
法
学
会
報
告
)

｢
『集
団
』
の
『人
権
』
｣
(日
本
公
法
学
会
第
六
三
回
大
会
総
会
報
告
)

〔講
演
銀
〕

｢憲
法
と
人
権
｣
(『人
権
と
平
和
』
部
落
解
放
同
盟
筑
紫
地
協
)

｢国
家
と
家
庭
｣
(『記
録
六

結
婚
と
天
皇
制
』
北
九
州
婦
人
問
題
研
究
会
)

｢七
〇
年
代
か
ら
の
『危
機
管
理
体
制
』
｣

(『学
習
会
記
録

N
o
｣
』
刑
法
改
悪

･
保
安
処
分
新
設
を
阻
止
す
る
会
)

『同
和
問
題
解
決
の
た
め
に
-

い
ま
､
人
権
を
考
え
る
』
(広
島
県
)

｢危
機
的
な
憲
法
状
況
｣
(『草
の
根
通
信
』
二
二
六
号
)

『諸
外
国
の
平
等
雇
用
に
つ
い
て
』
(京
都
雇
用
開
発
セ
ン
タ
ー
)

一
九
七
七
年

一
九
八
三
年

一
九
八
七
年

一
九
九

一
年

一
九
九
二
年

一
九
九
四
年

1
九
九
六
年

一
九
九
六
年

一
九
九
七
年

一
九
九
八
年
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一
九
八
三
年

1
九
八
四
年

一
九
八
七
年

一
九
八
九
年

一
九
九

一
年

一
九
九
二
年



｢人
権

(自
由

･
平
等
)
実
現
の
課
題
｣
(京
都
府
職
員
研
修
所
)

｢世
界
的
潮
流
の
中
で
人
権
を
考
え
る
｣
(地
域
改
善
啓
発
セ
ン
タ
ー
)

『国
際
化
と
人
権
』
(西
南
女
学
院
短
期
大
学
英
語
科
)

『今
､
改
め
て
平
和
憲
法
の
意
義
を
み
つ
め
る
』
(グ
リ
ー
ン
コ
ー
プ
や
ま
ぐ
ち
生
協
)

｢私
た
ち
の
暮
ら
し
と
人
権
｣
(『人
権
週
間
記
念
講
演
録

八
一
九
九
四
年
)』
)

(北
九
州
同
和
問
題
啓
発
推
進
協
議
会
)

｢憲
法
と
新
聞
｣

(『1
T
C
第
三
回
記
者
研
修
会
記
録
集
』
新
聞
労
連
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト

･
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

構
想
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
会
議
)

｢戦
後
五
〇
年
と
日
本
国
憲
法
｣
(『
い
き
ぬ
-
自
由
』
二
言
号
)

｢私
た
ち
の
暮
ら
し
と
人
権
｣
(『人
権
週
間
記
念
講
演
録

八
一
九
九
五
年
)』
)

(北
九
州
同
和
問
題
啓
発
推
進
協
議
会
)

『憲
法
と
集
団
的
自
衛
権
』
(社
会
問
題
研
究
所
)

｢私
た
ち
の
暮
ら
し
と
人
権
｣
(『人
権
週
間
記
念
講
演
録

八
一
九
九
六
年
)』
)

(北
九
州
同
和
問
題
啓
発
推
進
協
議
会
)

｢今
､
人
権
を
考
え
る
｣
(『第

一
五
回
嘉
飯
山
母
と
女
性
教
職
員
の
会
報
告
書
』
)

〔裁
判
所
へ
の
意
見
書
〕

｢外
国
人
指
紋
押
捺
違
憲
訴
訟
｣
(大
阪
高
裁
)

一
九
九
三
年

一
九
九
四
年

一
九
九
四
年

一
九
九
四
年

一
九
九
五
年

一
九
九
五
年

一
九
九
五
年

32

一
九
九
七
年

一
九
九
七
年

一
九
九
七
年

一
九
九
八
年

一
九
八
八
年



｢長
崎
県
忠
魂
碑
違
憲
訴
訟
｣
(福
岡
高
裁
)

｢大
分
県
抜
穂
の
儀
訴
訟
｣
(大
分
地
裁
)

｢外
国
人
指
紋
抹
消
請
求
訴
訟
｣
(大
阪
地
裁
)

〔
編
集
助
手
〕

鵜
飼
信
成
編

『ポ
ケ
ッ
ト
判
例
シ
リ
ー
ズ

憲
法
』
有
信
望

一
九
九

一
年

一
九
九
三
年

1
九
九
六
年

一
九
六
四
年



伊
藤

昌
司

教
授

著
作
日
銀

著
書『相

続
法
の
基
礎
的
諸
問
題
』
(大
阪
市
立
大
学
法
学
叢
書
)

『民
法
Ⅴ

親
族

･
相
続
』
(S
シ
リ
ー
ズ
)
(共
著

･
相
続
法
全
部
を
担
当
)

同

(第
二
版
)

『民
法
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル

(24
)』

(共
著

･
一
〇
〇
四
1

7
〇
二
七
条
担
当
)
ぎ
ょ
う
せ
い

『基
本
法
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
(相
続
)』

(共
著

･
総
則
担
当
)
日
本
評
論
社

『注
釈
民
法
』
九
〇
七
-
九

〇
八
条
の
注
釈

『注
釈
民
法
』
七
六

〇
-
七
六

一
条
の
注
釈

(七
六

一
条
は
､
松
嶋
道
夫
と
分
担
)

『新

･
判
例
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル

[相
続
Ⅰ
]』
(八
八
二
-

八
八
五
条
の
注
釈
)

三
省
堂

『民
法
入
門
』
(甲
斐
遺
太
郎

･
松
井
宏
興
と
の
共
著
)

青
林
書
院
新
社

訳
書M
･
モ
ー
ス
著

『社
会
学
と
人
類
学
Ⅰ
』
(レ
ヴ
ィ
-
ス
ト
ロ
ー
ス
の
序
文
と
呪
術
論
の
部
分
を
山
口
俊

7
九
八

一
年

一
九
八
七
年

一
九
九
五
年

一
九
八
七
年

一
九
八
八
年

7
九
八
九
年

一
九
八
九
年

一
九
九
二
年

一
九
八

1
年

35

夫
と
共
訳
)

弘
文
堂

一
九
七
三
年



論

文｢法
定
相
続
人
と
受
遺
者
と
の
関
係
-
特
定
遺
贈
の
効
力
に
関
す
る
議
論
を
参
考
に
し
て
1
｣

(九
大
法
学

一
九
号
)

｢
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
に
お
け
る
包
括
遺
贈

-eg
s
univ
erse
lJ
(法
学
雑
誌

一
六
巻
二
1

四
号
)

｢遺
言
と
遺
贈
｣
(法
学
雑
誌

一
七
巻
三
号
)

｢近
代
化
と
ジ
ョ
イ
ン
ト

･
フ
ァ
ミ
リ
ー
｣
(九
大
比
較
教
育
文
化
研
紀
要
二
〇
号
)

｢包
括
遺
贈
に
つ
い
て
｣
(法
学
雑
誌
二
〇
巻

一
号
)

｢相
続
法
の
歴
史

･
近
代
社
会

･
フ
ラ
ン
ス
｣
(青
山
道
夫
編

｡
講
座
｢家
族
｣
五
巻
所
収
)

弘
文
堂

｢相
続
回
復
請
求
権
と
受
遺
者
｣
(法
律
時
報
五

一
巻

二

一号
)

｢相
続
回
復
請
求
権
の
性
質
｣
(現
代
家
族
法
大
系
Ⅵ
所
収
)

有
斐
閣

｢表
見
相
続
人
に
よ
る
譲
渡
行
為
と
譲
受
人
の
保
護
｣
(法
学
雑
誌
二
六
巻
三
=
四
号
)

｢相
続
法
解
釈
学
の
迷
路
｣
(磯
村
還
暦
論
集
所
収
)

有
斐
閣

｢相
続
権
の
根
拠
に
つ
い
て
｣
(青
山
追
悼
論
集
所
収
)

法
律
文
化
社

｢
フ
ラ
ン
ス
一
九
七
二
年
親
子
法
に
お
け
る
身
分
占
有
-

一
九
八
二
年
六
月
二
五
日
の
法
律
に
よ
る
再

改
正
の
周
辺
-

｣
(比
較
法
研
究
46
所
収
)

｢
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
第
三

一
八
条
に
よ
る
父
子
関
係
の
否
定
-

一
九
七
二
年
法
の
新
制
度
の
行
方
-

｣

(法
学
雑
誌
三

一
巻
三
=
四
号
)

一
九
六
八
年

一
九
六
九
年

一
九
七
〇
年

一
九
七
〇
年

一
九
七
三
年

一
九
七
四
年

一
九
七
四
年

一
九
七
九
年

1
九
八
〇
年

一
九
八
〇
年

l
九
八

一
年

36

一
九
八
四
年

｢持
戻
し
免
除
に
つ
い
て
｣
(中
川
淳
還
暦
論
集
所
収
)

日
本
評
論
社

一
九
八
五
年

一
九
八
七
年



｢相
続
財
産
の
保
存
又
は
管
理
｣
｢講
座

･
実
務
家
事
審
判
法
｣
第
三
巻
所
収
)

｢包
括
遺
贈
の
効
果
｣
(名
城
法
学
三
八
巻
別
冊

･
本
城
還
暦
号
)

｢共
同
相
続
と
相
続
人

へ
の
遺
言
処
分
｣
(法
学
雑
誌
三
五
巻
三
=
四
号

･
甲
斐
退
官
号
)

｢土
地
の
共
有
と
占
有
及
び
占
有
訴
権
｣
(『土
地
法
の
理
論
的
展
開
』
所
収
)

｢相
続
と
登
記
｣
(『現
代
家
族
法
の
諸
問
題
』
所
収
)

｢
｢相
続
さ
せ
る
｣
遺
言
は
遺
贈
と
異
な
る
財
産
処
分
で
あ
る
か
｣
(法
政
研
究
五
七
巻

｢遺
産
分
割
と
登
記
｣
(『講
座

･
現
代
家
族
法
第
五
巻
』
所
収
)

｢相
続
分

･
遺
留
分
の
算
定
と
持
戻
し

･
持
戻
し
免
除
｣
(法
政
研
究
五
八
巻
四
号
)

日
本
評
論
社

丁
九
八
九
年

一
九
八
九
年

一
九
八
九
年

法
律
文
化
社

弘
文
堂

四
号
)

日
本
評
論
社

｢
フ
ラ
ン
ス
親
子
法
に
お
け
る
身
分
占
有
｣
(『谷
口
先
生
追
悼
論
文
集

[家
族
法
編
]』
所
収
)
信
山
社

｢夫
婦
財
産
制
論
議
の
行
方
｣
(ジ

ュ
リ
ス
ト

1
〇
一
九
号
)

｢推
定
相
続
人
の
廃
除
｣
(法
政
研
究
五
九
巻

二

号

)

｢家
族
の
変
容
と
家
族
法
｣
(都
市
問
題
研
究

五

一
九
号
)

｢実
親
子
法
解
釈
学

へ
の
疑
問
｣
(法
政
研
究
六

7
巻

三
-
四
号
)

｢非
嫡
出
親
子
関
係
と
認
知
｣

(山
畠

･
五
十
嵐

･
薮
､
古
稀
論
集

｢民
法
学
と
比
較
法
学
の
諸
相
Ⅰ
｣
所
収
)

信
山
社

L
e
s
g
r
o
u
p

e

m

entd
a
m
s
ta
v
ie

fam
itia
le

:
R
a
p
p
o
rt
jap
o
n
a
is

(T

rav
a
u
x

d
e

t'A

sso
ciation
li
e
n
r
i
C
a
p
i
tant
tom
.
X

L

V

)
L
itec

1
九
九
〇
年

1
九
九

〇
年

一
九
九

7
年

丁
九
九
二
年

一
九
九
二
年

一
九
九
三
年

1
九
九
三
年

一
九
九
三
年

1
九
九
四
年

一
九
九
五
年
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7
九
九
六
年

1
九
九
四
年



｢法
制
蕃
身
分
法
小
委
の
一
九
七
五
年

(昭
和
五
〇
)
中
間
報
告
と
夫
婦
財
産

｢共
有
｣
制
｣

(中
川
淳
古
希
論
集

『新
世
紀

へ
向
か
う
家
族
法
』
所
収
)

日
本
加
除
出
版

｢民
法

一
〇
二
九
条

･
一
〇
三
〇
条

(遺
留
分
の
算
定
)｣
(『民
法
典
の
一
〇
〇
年
Ⅳ
』
所
収
)
有
斐
閣

｢成
年
後
見
立
法
と
民
法
学
｣

(社
会
保
障
法
14
号
)

一
九
九
八
年

一
九
九
八
年

一
九
九
九
年

準
論
文

(研
究
ノ
ー
ー

･
報
告

･
論
点
整
理
等
)

｢
フ
ラ
ン
ス
の
相
続
法
｣
(比
較
法
学
三
二
号
)

｢遺
言
執
行
者
の
法
的
性
質
｣
(ジ
ュ
リ
ス
ト
増
刊
号

･
民
法
の
争
点
)

｢包
括
遺
贈
は
遺
言
に
よ
る
相
続
人
の
指
定
か
｣
(私
法
三
六
号
)

｢留
置
権
に
つ
い
て
｣
(法
律
時
報
五
二
巻

一
号
)

｢相
続
法
学
へ
の
問
い
か
け
｣
(法
律
時
報
五
二
巻

七
号
)

｢遺
留
分
｣
(新
版
民
法
演
習
5
)

｢相
続
の
根
拠
｣
(民
法
講
座
7
)

｢遺
留
分
｣
(民
法
講
座
7
)

｢包
括
遺
贈
と
相
続
｣
(演
習
民
法

(相
続
))

｢共
同
相
続
財
産
の
性
質
｣
(演
習
民
法

へ相
続
))

｢遺
言
執
行
者
の
法
的
性
質
｣
(ジ
ュ
リ
ス
ト
増
刊
号
民
法
の
争
点
1
-
改
訂
版

～
)

｢寄
与
分
の
算
定
に
関
連
す
る
諸
問
題
｣
(判
例
タ
イ
ム
ズ
六
六
三
号
)

有
斐
閣

有
斐
閣

有
斐
閣

青
林
書
院

青
林
書
院

一
九
七

一
年

一
九
七
三
年

一
九
七
四
年

一
九
八
〇
年

1
九
八
〇
年

一
九
八

一
年

1
九
八
四
年

一
九
八
四
年

一
九
八
五
年

一
九
八
五
年

一
九
八
五
年

一
九
八
八
年

38



｢相
続
と
登
記
｣
(基
本
問
題
セ
ミ
ナ
ー

･
民
法
Ⅰ
)

｢遺
留
分
｣
(H
a
コ
d
B
o
o
k
民
法
Ⅲ
)

｢相
続
分
｣
(基
本
問
題
セ
ミ
ナ
ー

･
民
法
Ⅲ
)

｢相
続
回
復
請
求
権
の
相
続
性
｣
(判
例
タ
イ
ム
ズ
別
冊

･
遺
産
分
割
の
諸
問
題
)

｢遺
留
分
の
算
定
｣
(同
右
)

｢無
権
代
理
と
相
続

･
新
演
習
民
法
破
棄
判
例
｣
〔総
則

･
物
権
〕

法
律
文
化
社

｢
イ
ギ
リ
ス
調
査
報
告
｣

｢財
産
分
与
と
過
去
の
婚
姻
費
用
の
分
担
｣
(判
例
タ
イ
ム
ズ
別
冊

･
夫
婦
親
子
二
一
五
題
)

｢同
族
会
社
の
経
営
に
協
力
し
た
妻
の
財
産
分
与
｣
(同
右
)

｢波
の
ま
に
ま
に
漂
え
ば
｣
(｢家
族

(社
会
と
法
)
｣
)
9
号

｢遺
留
分
｣
(学
陽
書
房

･
中
川
高
男
編
)

｢遺
留
分
の
算
定
と
遺
留
分
減
殺
請
求
権
｣
(青
林
書
院

･
村
重
慶

一
編
)

｢法
定
相
続
と
遺
言
相
続
｣
(｢家
族

(社
会
と
法
)
｣
)
H

号

｢
メ
ル
ス
･
エ
ル
･
ケ
ビ
ー
ル

(
一
九
四
〇
年
七
月
三
日
)｣
(法
政
研
究
六
三
巻
三
-
四
号
)

外
国
判
例
紹
介

｢嫡
出
否
認
に
よ
ら
ず
に
父
子
関
係
を
否
定
し
う
る
と
さ
れ
た
事
例
｣
I
P

aris}2
4
1
a
n
v
.
)
9

7
8
,
D
.

19
7
9
.
851-

(判
例
タ
イ
ム
ズ
四
〇
二
号
)

一
九
八
八
年

一
九
八
九
年

一
九
八
九
年

一
九
八
九
年

一
九
八
九
年

一
九
八
九
年

一
九
九

〇
年

一
九
九

丁
年

一
九
九

一
年

1
九
九
三
年

一
九
九
四
年

一
九
九
四
年

一
九
九
五
年

7
九
九
七
年

39

一
九
八
〇
年



｢特
殊
な
贈
与
と
遺
贈
と
の
減
殺
の
順
序
｣
I
P
o
itie
r,
7
m
ars
t979,D
.)982
.

)95.I

(判
例
タ
イ
ム
ズ
五
〇
八
号
)

外
国
立
法
紹
介

｢家
族
企
業
に
お
け
る
配
偶
者
の
地
位
｣
-
1
九
八
二
年
七
月

l
〇
日
の
法
律
第
五
九
六
号
-

(日
仏
法
学
12
号
)

｢事
情
変
更
に
よ
る
贈
与
等
の
負
担
履
行
の
困
難
か
ら
の
救
済
｣
-

1
九
八
四
年
七
月
四
日
法
律
第
五

六
三
号
-

(日
仏
法
学
15
号
)

｢西
ド
イ
ツ
相
続
法
注
解

(二
〇
〇
〇
-
二
〇
〇
一
条
)｣

(佐
藤
義
彦
代
表

(
ド
イ
ツ
相
続
法
研
究
会
)
の
一
部
と
し
て
)
(民
商
九
二
巻

言
ち
)

｢同
右

(二
〇
五
七
条
)
｣

｡
同
右

(民
商
九
七
巻
五
号
)

書
評｢営

業
の
自
由
｣
｡
稲
本
論
文
'
桜
木
論
文

(法
の
科
学
二
号
)

岩
井
寓
亀

｢債
権
的
入
会
権
の
概
念

(
一
)-
(≡
)｣
(法
律
時
報
四
六
巻

二

号
)

千
藤
洋
三

｢
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
包
括
受
遺
者
の
法
的
地
位
｣
(法
律
時
報
五
〇
巻

一
一
号
)

小
幡
由
子

｢夫
婦
財
産
共
有
制
の
再
検
討
｣
(法
律
時
報
五
二
巻

一
〇
号
)

松
倉
耕
作

｢
ス
イ
ス
の
夫
婦
財
産
法
｣
(法
律
時
報
五
二
巻

二

号
)

原
田
純
孝

｢近
代
土
地
賃
貸
借
法
の
研
究
｣
(法
律
時
報
五
四
巻
二
号
)

一
九
八
三
年

一
九
八
三
年

1
九
八
六
年

一
九
八
五
年

一
九
八
八
年

40

一
九
七
四
年

一
九
七
四
年

一
九
七
八
年

一
九
八
〇
年

一
九
八
〇
年

一
九
八
二
年



佐
藤
千
春

｢相
続
概
念
の
生
成
と
交
錯
｣
(法
律
時
報
五
四
巻

二

号
)

辻
正
美

｢遺
留
分
の
算
定
方
法
に
つ
い
て
｣
(法
律
時
報
五
六
巻
三
号
)

丸
山
茂

｢共
同
相
続
財
産
の
包
括
性
に
関
す
る

T
考
察
｣
(法
律
時
報
五
七
巻

一
号
)

稲
本
洋
之
助

｢農
家
相
続
調
査
の
前
提
状
況
-
フ
ラ
ン
ス
の
農
家
相
続
･そ
の

二
､
同
右

｢農
家
相
続

の
観
念
と
類
型
1

フ
ラ
ン
ス
の
農
家
相
続

･
そ
の
二
｣
(法
律
時
報
五
八
巻
二
号
)

稲
本
洋
之
助
他

｢離
婚
の
比
較
法
的
研
究
｣
(家
族
史
研
究

･
創
刊
号
)

鈴
木
禄
弥

『相
続
法
講
義
』
(法
律
時
報
五
九
巻

一
一
号
)

加
藤
佳
子

｢忘
恩
行
為
に
よ
る
贈
与
の
撤
回

(
一
)I
(五
)｣
(法
律
時
報
六
二
巻

一
二
号
)

高
橋
朋
子

｢
フ
ラ
ン
ス
の
家
団
諭
関
係
諸
論
文
｣
(法
律
時
報
六
三
巻

一
〇
号
)

高
木
多
吉
男

｢遺
産
分
割
の
研
究
｣
(法
律
時
報
六
四
巻

一
一
号
)

新
井
誠

｢高
齢
社
会
の
成
年
後
見
法
｣
(法
律
時
報
六
七
巻
七
号
)

浦
本
寛
雄

｢破
綻
主
義
離
婚
法
の
系
譜
｣
(家
族
史
研
究
9
号
)

塙
陽
子

｢
『家
族
法
の
諸
問
題
』
上

･
下
｣
(家
族
史
研
究
9
号
)

判
例
の
研
究

･
解
説

･
批
評

｢遺
産
分
割
と
登
記
｣
-
最
判
昭
四
六

二

･
二
六

-
(法
学
雑
誌

一
八
巻

言
方
)

｢妻
あ
る
男
性
と
の

一
四
年
間
に
わ
た
る
同
棲
生
活
を
破
壊
さ
れ
た
女
性
の
慰
謝
料
請
求
｣
-
東
地
判

昭
四
六

･
七

･
一
九

1
(法
律
時
報
四
四
巻
四
号
)

1
九
八
二
年

1
九
八
四
年

一
九
八
五
年

一
九
八
六
年

一
九
八
六
年

丁
九
八
七
年

一
九
九
〇
年

一
九
九

一
年

一
九
九
二
年

一
九
九
五
年

7
九
九
五
年

一
九
九
五
年

41

一
九
七

1
年

一
九
七
二
年



｢不
動
産
の
贈
与
及
び
遺
贈
に
よ
る
二
重
譲
渡
｣
-
最
判
昭
四
六

･
二

二

六
-

(法
学
雑
誌

一
九
巻
二
号
)

｢遺
言
執
行
者
の
権
限
｣
1
最
判
昭
四
四

･
六

･
二
六
-

(家
族
法
裁
判
百
選
二
版
)

｢共
同
相
続
と
登
記
｣
-

最
判
昭
三
八

･
二
･
二
二
-

(セ
ミ
ナ
ー
法
学
全
集
4
)

｢法
律
行
為
の
取
消
と
登
記
｣
-
大
判
昭

l
七

･
九

二
二
〇
-

(民
法
判
例
百
選
Ⅰ
初
版
)

｢抵
当
権
つ
き
建
物
の
買
主
に
よ
る
抵
当
権
実
行
後
の
費
用
支
出
と
留
置
権
｣
-

最
判
昭
四
八
二

〇
･

五
-

(法
律
時
報
四
六
巻
九
号
)

｢他
人
の
権
利
の
処
分
者
を
本
人
が
相
続
し
た
場
合
｣
-
最
大
判
昭
四
九

･
九

･
四
I

(法
学
雑
誌
二
一
巻
四
号
)

｢占
有
権
原
の
遡
及
的
喪
失
前
に
お
け
る
有
益
費
支
出
と
留
置
権
｣
-
最
判
昭
五

一
･
六

二

七
-

(法
律
時
報
四
九
巻
二
号
)

｢遺
言
執
行
者
が
な
し
た
遺
贈
に
よ
る
所
有
権
移
転
仮
登
記
の
抹
消
登
記
手
続
を
求
め
る
訴
訟
と
遺
言

執
行
者
の
被
告
適
格
｣
-

最
判
昭
五

一
･
七

･
一
九
-

(判
例
評
論
二
二
三
号
)

｢共
有
持
分
の
放
棄
と
虚
偽
表
示
｣
-
最
判
昭
四
二

･
六

･
二
二
-

(法
学
セ
ミ
ナ
ー
二
七
五
号
)

｢遺
言
執
行
者
あ
る
場
合
の
相
続
人
の
処
分
行
為
の
効
力
｣
-
名
高
判
昭
五
二

･
六

･
二
二-

(法
律
時
報
五
〇
巻
八
号
)

｢建
物
買
取
請
求
権
行
使
に
よ
る
買
取
代
金
債
権
と
移
転
登
記
と
の
同
時
履
行
関
係
｣
-

最
判
昭
五

二
･
l
二
｡
八

-
(判
例
タ
イ
ム
ズ
三
九
〇
号
)

1
九
七
二
年

一
九
七
三
年

一
九
七
四
年

一
九
七
四
年

一
九
七
四
年

一
九
七
五
年

1
九
七
七
年

一
九
七
七
年

一
九
七
八
年

一
九
七
八
年

一
九
七
九
年



｢共
同
相
続
人
の
1
人
に
よ
る
持
分
権
譲
渡
と
民
法
九
〇
五
条
｣
-
最
判
昭
五
三

･
七

･
二
二
-

(判
例
タ
イ
ム
ズ
三
九
〇
号
)

｢旧
法
の
遺
産
相
続
に
よ
る
共
同
相
続
と
相
続
人
相
互
間
で
の
相
続
回
復
お
よ
び
第
三
者
｣
I

最
判
昭

五
四

･
七

･
一
〇
-

(判
例
タ
イ
ム
ズ
四

二

号
)

｢遺
留
分
減
殺
請
求
の
目
的
物
の
価
額
算
定
の
基
準
時
｣
-
最
判
昭
五

一
･
八

･
三
〇
1
(家
族
百
選
三
版
)

｢遺
言
処
分
の
対
象
に
含
ま
れ
る
と
解
釈
さ
れ
る
相
続
財
産
の
範
囲
｣
-

福
岡
高
宮
崎
支
法
判
例
昭
五

五

･
三

･
二
四
-

(判
例
タ
イ
ム
ズ
四
三
九
号
)

｢民
法
九

一
五
条

一
項
の
熟
慮
期
間
の
起
算
点
｣
-
大
阪
高
判
昭
五
六

･
二
･
二
四
-

(法
律
時
報
五
三
巻

二

言
号
)

｢死
亡
退
職
金
受
給
権
は
相
続
財
産
で
は
な
-
'
相
続
財
産
法
人
を
構
成
す
る
財
産
で
も
あ
り
え
な
い

と
し
た
事
例
｣
-

最
判
昭
五
五

･
二

･
二
七
-

(判
例
評
論
二
七

一
号
)

｢無
印
自
筆
証
書

へ
の
死
後
押
印
が
民
法
八
九

1
条
五
号
の
欠
格
事
由
に
該
ら
な
い
と
さ
れ
た
事
例
｣

1
最
判
昭
五
六

･
四

･
三

･
-
(判
例
評
論
二
七
六
号
)

｢法
律
行
為
の
取
消
と
登
記
｣
-
大
判
昭

一
七

･
九

･
三
〇
-

(民
法
判
例
百
選
Ⅰ
二
版
)

｢終
生
扶
養
を
受
け
る
こ
と
を
前
提
に
養
子
縁
組
を
し
､
そ
の
所
有
不
動
産
の
大
半
を
養
子
に
遺
贈
し

た
者
が
そ
の
後
養
子
に
対
す
る
不
信
の
念
を
深
-
し
て
協
議
離
縁
を
し
た
場
合
と
遺
言
の
取
消
｣
1
最

判
昭
五
六

･
二

･
二
二-

(
判
例
評
論
二
八
二
号
)

一
九
七
九
年

7
九
八
〇
年

1
九
八
〇
年

7
九
八

一
年

7
九
八

一
年

43

7
九
八

l
年

一
九
八
二
年

一
九
八
二
年

一
九
八
二
年



｢
二
個
の
冒
附
を
記
載
し
た
自
筆
証
書
遺
言
の
成
立
時
期
､
方
式
違
反
の
加
除
変
更
ほ
か
｣
-

東
高
判

昭
五
五

｡
二

｡
二
七
-

(判
例
タ
イ
ム
ズ
四
七
二
号
)

｢遺
言
と
し
て
無
効
な
自
筆
証
書
と
死
因
贈
与

へ
の
転
換
｣
-

東
京
地
判
昭
五
六

｡
八

二
二
-

(判
例
タ
イ
ム
ズ
四
八
四
号
)

｢熟
慮
期
間
の
起
算
点
｣
-
新
潟
家
長
岡
支
審
昭
五
七

二

〇
｡
五
､
東
高
決
昭
五
七

｡
九

｡
二
七
-

(判
例
タ
イ
ム
ズ
四
九
三
号
)

｢男
女
関
係
の
｢市
場
原
理
｣
｣
-
東
高
判
昭
五
七

｡
九

｡
三

〇
-
(判
例
タ
イ
ム
ズ
四
九
九
号
)

｢自
筆
証
書
遺
言
に
お
け
る
明
ら
か
な
誤
記
の
訂
正
と
遺
言
の
効
力
｣
-

最
判
昭
五
六
二

二
二

八
-

(判
例
タ
イ
ム
ズ
五
〇
五
号
)

｢相
続
分
の
譲
渡
と
登
記
｣
～

和
歌
山
家
審
昭
五
六

｡
九

二
二
〇
｡
-

(判
例
タ
イ
ム
ズ
五
〇
七
号
)

｢民
法

1
〇
四
二
条
に
い
う
｢贈
与
を
知

っ
た
時
｣
の
意
義
｣
-

最
判
昭
五
七

二

一
･
l
二
I

(民
商
法
雑
誌
八
九
巻
二
号
)

一
九
八
二
年

1
九
八
二
年

一
九
八
三
年

一
九
八
三
年

一
九
八
三
年

一
九
八
三
年

44

｢特
定
遺
贈
と
登
記
｣
-
最
判
昭
四
六

二

1
二

六
-

(新
版
判
例
演
習
民
法
5
)

｢妻
の
添
え
手
が
加
わ
っ
た
自
筆
証
書
遺
言
の
効
力
｣
-
大
高
判
昭
五
八

｡
三

二

六
-

有
斐
閣

一
九
八
三
年

一
九
八
四
年

(判
例
タ
イ
ム
ズ
五

一
四
号
)

｢包
括
遺
贈
と
公
序
良
俗
違
反
に
よ
る
無
効
｣
-
東
京
地
昭
五
八

｡
七

｡
二

〇
-

(判
例
タ
イ
ム
ズ
五
二
九
号
)

1
九
八
四
年

一
九
八
四
年



｢財
団
法
人
理
事
長
の
死
亡
退
職
金
が
､
そ
れ
を
受
領
し
た
配
偶
者
の
固
有
財
産
に
属
す
る
も
の
と
判

断
さ
れ
た
事
例
｣
I
東
高
判
昭
五
九

二

･
三
〇
I

(判
例
評
論
三

1
言
方
)

｢受
遺
財
産
に
つ
き
遺
留
分
相
当
の
現
物
に
よ
る
返
還
を
命
じ
た
判
決
確
定
後
に
お
け
る
民
法

一
〇
四

1
条
の
価
額
弁
償
の
選
択
｣
I

東
高
判
昭
五
九

･
二

･
l
四
I

(判
例
評
論
三

一
九
号
)

｢遺
言
執
行
者
の
報
酬
｣
-
名
古
屋
地
判
昭
五
九

･
五

･
二
九
I

(判
例
タ
イ
ム
ズ
五
四
三
号
)

｢夫
婦
の
不
和
に
よ
る
長
期
の
別
居
と
裁
判
離
婚
｣
-
最
判
昭
六
〇
･
九

･
二
六
-

(法
学
セ
ミ
ナ
ー
三
七
三
号
)

｢相
続
人
に
よ
る
遺
言
執
行
費
用
の
負
担
｣
1

東
京
地
判
昭
五
九

･
九

･
七
-
(判
例
タ
イ
ム
ズ
五
八

一
号
)

｢養
子
縁
組
の
解
消
と
破
綻
主
義
｣
-

最
判
昭
五
九

･
二

･
二
二
-

(判
例
タ
イ
ム
ズ
六

l
三
号
)

｢共
同
相
続
人
の
相
続
放
棄
と
個
別
的
遺
留
分
｣
-
大
高
判
昭
六
〇
･
三

･
二
〇
-

(判
例
タ
イ
ム
ズ
五
九
八
号
)

｢相
続
財
産
の
破
産
と
相
続
の
承
認

･
放
棄
｣
-
神
戸
地
判
昭
六
〇
･
二

1
･
二
三
I

(判
例
タ
イ
ム
ズ
六
二
八
号
)

｢
一
､
遺
言
処
分
の
受
益
者
が
遺
言
者
の
指
示
に
も
と
づ
き
遺
言
者
の
い
な
い
場
所
で
押
印
し
た
自
筆

証
書
遺
言
の
効
力
｣

｢
二
､
数
個
の
減
殺
対
象
財
産
の
う
ち
の

二
足
財
産
を
特
定
し
て
減
殺
請
求
権
を
行
使
す
る
こ
と
の
可

否
｣
-
東
京
地
判
昭
六

一
･
九

･
二
六

-
(判
例
評
論
三
四

三
号
)

一
九
八
五
年

一
九
八
五
年

一
九
八
五
年

一
九
八
六
年

一
九
八
六
年

一
九
八
六
年

45

一
九
八
六
年

一
九
八
七
年

一
九
八
七
年



｢相
続
分
の
指
定
を
含
む
遺
産
分
割
方
法
の
指
定

｣
-
東
京
高
判
昭
六
〇
･
八
･
二
七
､
札
幌
高
判
昭
六

一
･
三

･
一
七
､
東
京
地
判
昭
六

一

･二
･
二
八
-

(判
例
タ
イ
ム
ズ
六
四
三
号
)

｢遺
言
の
解
釈
｣
-

東
京
高
判
昭
六

一
･
六

･
一
八
-

(判
例
タ
イ
ム
ズ
六
四
九
号
)

｢遺
言
執
行
者
に
よ
る
執
行
を
必
要
と
す
る
処
分
｣
-
東
京
地
判
昭
六

一
･
九

･
九
-

(判
例
タ
イ
ム
ズ
六
五
六
号
)

｢贈
与
の
履
行
請
求
に
際
し
て
遺
留
分
の
減
殺
請
求
を
受
け
た
受
贈
者
は
､
価
額
弁
償
選
択
後
の
弁
償

金
の
弁
済
ま
た
は
提
供
に
つ
き
先
履
行
義
務
を
負
う
｣
-
東
京
高
判
昭
和
六
二
･
八

･
二
六
-

(判
例
評
論
三
五
三
号
)

｢自
筆
証
書
遺
言
と

｢印
｣
｣
1
東
京
高
判
昭
六
二
･
五

･
二
七
-
､
名
古
屋
地
判
昭
六
二
･
七

･
二
〇

-

(判
例
タ
イ
ム
ズ
六
六
七
号
)

｢遺
留
分
の
放
棄
許
可
審
判
の
取
消
｣
-
東
京
高
判
昭
六
〇
･
八

･
一
四
-
(家
族
法
判
例
百
選
四
版
)

｢
一
部
割
合
的
包
括
遺
贈
と
遺
言
執
行
者
の
職
務
｣
-
東
京
家
審
昭
六

一
･
九

･
三
〇
-

(判
例
評
論
三
五
九
号
)

｢指
印
に
よ
る
自
筆
証
書
遺
言
の
効
力
｣
-
東
京
高
判
昭
六
二
･
五
･
二
七
､
名
古
屋
高
判
昭
六
三
･
四
･

二
八
-

(金
融
法
務
事
情

一
二
二

言
方
)

一
九
八
七
年

一
九
八
七
年

一
九
八
八
年

一
九
八
八
年

一
九
八
八
年

一
九
八
八
年

一
九
八
九
年

一
九
八
九
年



｢相
続
欠
格
の
効
果
｣
-
仙
台
地
判
昭
六
三
･
五
･
三

一
1
､
錯
誤
に
よ
る
相
続
放
棄
の
無
効
-

東
京
高

判
昭
六
三

･
四

･
二
五
､
継
次
相
続
の
開
始
と
相
続
放
棄
の
効
果
-
最
判
昭
六
三

･
六

･
二

1
等

(判
例
タ
イ
ム
ズ
六
九
八
号
)

｢指
印
に
よ
る
自
筆
証
書
遺
言
の
効
力
｣
-
最
判
平

一
･
六
･
二
三

判
時

一
三

一
八
-
四
七
､
最
判
平

一
･
六

･
二
〇

判
時

二
二
一
八
-
四
七
-

(民
商
法
雑
誌

1
〇
二
巻

一
号

1
〇
四
百
､

1
〇
七
頁
)

｢自
筆
証
書
遺
言
に
お
け
る
押
印
と
指
印
｣
(法
律
時
報
別
冊

｢私
法
判
例
リ
マ
ー
ク
ス
｣
-
)

｢明
認
方
法
施
工
前
の
第
三
者
の
伐
採
｣
I
最
判
昭
三
七

･
六

･
二
二

民
集

一
六
-
七
I

二
二
七
四

-

(不
動
産
取
引
判
例
百
選
二
版
)

｢持
戻
し
請
求
権
と
訴
訟
｣
････東
京
地
判
平

1
･
1
〇
･
六
､
大
阪
地
判
平
二
･
五

･
二
八
I

(判
例
タ
イ
ム
ズ
七
四
三
号
)

｢包
括
遺
贈

Ⅶ
遺
留
分
｣
I
東
京
地
判
平
二
･
1
〇
･
二
〇
-

(判
例
タ
イ
ム
ズ
五
七
五
号
)

｢相
続
人
へ
の
遺
贈
と
遺
留
分
減
殺
請
求
の
効
果
｣
-
東
京
地
判
平
三
･
五
二

〇
､
東
京
高
判
平
三
･

七

･
三
〇
-

(判
例
タ
イ
ム
ズ
七
七
八
号
)

｢遺
留
分
減
殺
請
求
権
の
代
位
行
使
｣
(判
例
評
論
四
〇
〇
号
)

｢特
定
の
遺
産
を
特
定
の
相
続
人
に

『相
続
さ
せ
る
』
趣
旨
の
遺
言
の
解
釈
｣

(平
成
三
年
度
重
要
判
例
解
説
)

｢｢相
続
さ
せ
る
｣
と
書
い
た
遺
言
の
解
釈
と
効
果
｣
(民
商
法
雑
誌

一
〇
七
-

三
号
)

｢遺
留
分
減
殺
請
求
権
の
濫
用
｣
1
東
京
高
判
平
四

･
二
･
二
四
-

(判
例
評
論
四
〇
六
号
)

1
九
八
九
年

一
九
九
〇
年

7
九
九
〇
年

一
九
九

一
年

一
九
九

一
年

1
九
九

1
年

47

一
九
九
二
年

一
九
九
二
年

1
九
九
二
年

一
九
九
二
年

7
九
九
二
年



｢共
同
相
続
に
よ
る
現
金
の
｢共
有
｣
｣
-
最
判
平
四

｡
四

･
一
〇
-

(判
例
タ
イ
ム
ズ
八
〇
一
号
)

｢共
同
相
続
人
へ
の
包
括
遺
贈
の
減
殺
を
請
求
し
た
遺
留
分
権
利
者
と
受
遺
者
と
の
関
係
｣
-
東
戻
高

判
平
四

･
九

二

一九

-
(判
例
評
論
四

二
二
号
)

｢疑
わ
し
い
遺
言
と
遺
産
分
割
｣
-

大
阪
高
決
平
三

･
二

二

四
-

(判
例
タ
イ
ム
ズ
八
〇
九
号
)

｢民
法
九
〇
〇
条
四
号
但
書
前
段
の
違
憲
性
｣
-
東
京
高
決
平
四
･
二
･
一
三
-

(
判
例
評
論
四
二
二
号
)

｢設
定
者
の
死
亡
に
よ
る
根
抵
当
取
引
の
終
了
｣
(担
保
法
の
判
例
Ⅰ
)

｢遺
言
執
行
者
に
受
遺
者
の
選
定
を
委
託
し
た
遺
言
の
有
効
性
｣
-
最
判
平
五
二

二

九
-

(平
成
五

年
度
重
要
判
例
解
説
)

｢民
法
八
八
四
条
の
現
況
｣
-
最
判
平
七
二

二
･
五
､
東
京
高
決
平
七

･
六
･
二
三
-

(判
例
タ
イ
ム

ズ
九

一
八
号
)

｢民
法
九

一
五
条

一
項
所
定
の
熟
慮
期
間
｣
-
最
判
昭
五
九
･
四
･
二
七
-

(民
商
法
雑
誌

一
一
五
巻
六

早

)
｢民
法
九

一
五
条

一
項
所
定
の
熟
慮
期
間
｣
-
仙
高
平
七
･四
･
二
六
-

(民
商
法
雑
誌

二

五
巻
六
号
)

｢全
部
包
括
遺
贈
の
減
殺
と
分
割
｣
1
最
判
平
八

･
一
･
二
六
-

(ジ
ュ
リ
ス
ト
重
要
判
例
解
説
)

｢相
続
債
務
の
あ
る
場
合
の
遺
留
分
侵
害
額
｣
-
最
判
平
八

･
二

･
二
六
-

(判
例
評
論
四
六
三
号
)

｢包
括
遺
贈
を
記
載
し
た
文
書
の
存
在
と
相
続
人
不
存
在
｣
-
最
判
平
九

･
九

･
l
二
-

(判
例
評
論
四
七

言
方
)

一
九
九
三
年

一
九
九
三
年

一
九
九
三
年

一
九
九
四
年

一
九
九
四
年

1
九
九
四
年

一
九
九
六
年

一
九
九
七
年

一
九
九
七
年

一
九
九
七
年

一
九
九
七
年

一
九
九
八
年



｢相
続
人
の
単
独
払
戻
し
請
求
を
拒
む
の
は
債
務
不
履
行
か
｣
-

広
島
地
判
平
九

･
一
〇
･
二
九
-

(判
例
タ
イ
ム
ズ
九
八
八
号
)

｢
民
法
九
〇
三
条

1
項
の
定
め
る
相
続
人
に
対
す
る
贈
与
と
遺
留
分
減
殺
の
対
象
｣

(ジ
ュ
リ
ス
ト
重
要
判
例
解
説
)

そ
の
他
甲
斐
道
太
郎

･
石
田
喜
久
夫
編

｢民
法
三
〇
講
｣
法
律
文
化
社

(抵
当
権
の
種
類

･
成
立
)

一
九
七
二
年
判
例
回
顧

(親
族

･
相
続
法
)
(法
律
時
報
四
四
巻

一
四
号
)

一
九
七
三
年
判
例
回
顧

(法
律
時
報
四
五
巻

一
五
号
)

中
川
淳
編

｢親
族
法

･
相
続
法
｣
青
林
書
院
新
社

(相
続
の
承
認

･
放
棄
)

同
編

｢判
例
民
法
m
｣
日
本
評
論
社

(代
襲
相
続
)

仮
登
記
担
保
法
と
典
型
担
保
規
定
の
準
用

(被
担
保
債
権
の
範
囲
)
(法
律
時
報
五
〇
巻
三
号
)

甲
斐
道
太
郎

･
石
田
喜
久
夫
編
｢民
法
教
室

(
一
)
｣
法
律
文
化
社

(所
有
権
)

中
川
淳
編

民
法
5

蒼
林
社

へ相
続
財
産
)

好
美
清
光

･
久
貴
忠
彦
編

｢民
法
-
親
族

･
相
続
｣
同
文
舘

へ相
続

･
総
則
)

島
津

一
郎
編

｢判
例

ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
ー
親
族

･
相
続
｣
日
本
評
論
社

(相
続
回
復
請
求
権
)

私
の
試
験
問
題
か
ら

(法
学
セ
ミ
ナ
ー

二
八
巻

一
号
)

一
九
八
四
年
学
会
回
顧

(法
律
時
報
五
六
巻

二
二
号
)

一
九
九
九
年

一
九
九
九
年

T
九
七
二
年

1
九
七
三
年

一
九
七
四
年

1
九
七
四
年

一
九
七
四
年

一
九
七
八
年

1
九
八

一
年

一
九
八

一
年

一
九
八
二
年

一
九
八
三
年

1
九
八
四
年

一
九
八
四
年
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一
九
八
五
年
学
会
回
顧

(法
律
時
報
五
八
巻

一
三
号
)

一
九
八
六
年
学
会
回
顧

(法
律
時
報
五
八
巻

二
二
号
)

久
貴
忠
彦

｢親
族
法

･
相
族
法

一
〇
〇
講
｣

八七
章
､

〓

章
)

裁
判
例
の
概
観

(判
例
タ
イ
ム
ズ

五
八

一
号
)

同
右

(判
例
タ
イ
ム
ズ

五
九
八
号
)

同
右

(判
例
タ
イ
ム
ズ

六

二
二
号
)

同
右

(判
例
タ
イ
ム
ズ

六

一
九
号
)

加
藤

一
郎

･
椿
寿
夫
編

｢リ
ー
ス
取
引
法
講
座
下
｣
(消
費
者
リ
ー
ス
実
態
調
査
)

遺
産
分
割
の
た
め
の
共
同
相
続
人
間
の
平
等
と
被
相
続
人
の
意
思
-

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
報
告
-

(日
弁
連
研
修
叢
書

｢現
代
法
律
実
務
の
諸
問
題
｣
(上
))

一
九
八
五
年

一
九
八
六
年

一
九
八
六
年

一
九
八
六
年

一
九
八
六
年

一
九
八
六
年

一
九
八
六
年

一
九
八
七
年

一
九
八
七
年

一
九
八
七
年
学
会
回
顧

(法
律
時
報
五
九
巻

一
二
号
)

川
井
健

･
鎌
田
薫
編
｢総
則

･
物
権
法
｣

(相
続
と
登
記
)

一
九
八
八
年
学
会
回
顧

(法
律
時
報
六
〇
巻

二
二
号
)

裁
判
例
の
概
観

(判
例
タ
イ
ム
ズ

七
二
二
号
六
七
頁
)

裁
判
例
の
概
観

(判
例
タ
イ
ム
ズ

八
八
五
号
七
三
百
)

甲
斐
道
太
郎

･
石
田
喜
久
夫
編

｢民
法
教
室

(
一
)｣
(所
有
権
)

一
九
八
七
年

一
粒
社

一
九
八
七
年

一
九
八
八
年

一
九
九
〇
年

一
九
九
六
年

法
律
文
化
社

一
九
九
七
年



随
想｢優

し
-
温
か
い
励
ま
し
｣
(『追
想
の
青
山
道
夫
』
)
所
収

｢夏
休
み
｣
(判
例
タ
イ
ム
ズ
四
九
九
号
所
収
)

｢
イ
ン
ド
の
発
見
｣
(法
学
セ
ミ
ナ
ー
二
八
巻

1
三
号
)

｢悠
揚
迫
ら
ず
｣
(甲
斐
先
生
と
わ
た
し
た
ち
)

｢
二
五
時
｣
(法
学
セ
ミ
ナ
ー
三

一
巻
一

三

号
)

｢谷
口
･
小
室
両
先
生
と
市
大
法
学
部
の
気
風
｣
知
法
会
誌
二
四
号

｢士
官
の
た
ま
し
い
定
年
ま
で
｣
知
法
会
誌
二
五
号

｢昭
和
四
三
年
か
ら
六
四
年
ま
で
､
市
大
法
学
部
と
私
｣
知
法
会
誌
二
六
号

九
大
法
学
部

フ
ォ
ー
ラ
ム

自
己
紹
介

日
本
経
済
新
聞
夕
刊

1
九
八
九
年

二

一月
八
日
号

教
育

へ
の
思
い

(二

1
世
紀

･
教
育

へ
の
ア
ク
セ
ス
･
福
岡
県
高
教
組
刊
行
小
冊
子
)

｢闇
夜
に
カ
ギ
を
抜
-
｣
知
法
会
誌
三
〇
号

(古
瀬
村

･
岩
崎
退
職
記
念
号
)

｢
一
国
平
和
主
義
｣
ジ
ュ
リ
ス
ト

一
〇
八
四
号

｢泉
の
水
と
土
地
所
有
権
｣
法
学
教
室

一
九
八
号

学
会
報
告

私
法
学
会
､
比
較
法
学
会

(二
回
)
､
ア
ン
リ

･
キ
ヤ
ピ
タ
ン
協
会
､
日
韓
家
族
法
学
会

法
律
文
化
社

一
九
七
九
年

1
九
八
三
年

一
九
八
四
年

1
九
九

〇
年

一
九
八
六
年

丁
九
八
七
年

一
九
八
八
年

一
九
八
九
年

一
九
八
九
年

一
九
八
九
年

一
九
九
二
年

一
九
九
三
年

一
九
九
六
年

一
九
九
七
年
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日
本
家
族

<社
会
と
法
>
学
会

(二
回
)
､
社
会
保
障
法
学
会
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